
 

 

第１６回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 
専決処分

報 告 
予 算 条 例 その他 計 

件 数 １ １９ ２３ ６ ４９ 

 

  議案の名称 

＜専決処分報告＞ 

報告第 １号  専決処分について（訴えの提起（報酬請求控訴事件）） 

 

＜予算＞ 

（令和２年度予算） 

議案第 １号  令和２年度尼崎市一般会計予算 

議案第 ２号  令和２年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費予算 

議案第 ３号  令和２年度尼崎市特別会計地方卸売市場事業費予算 

議案第 ４号  令和２年度尼崎市特別会計育英事業費予算 

議案第 ５号  令和２年度尼崎市特別会計公共用地先行取得事業費予算 

議案第 ６号  令和２年度尼崎市特別会計公害病認定患者救済事業費予算 

議案第 ７号  令和２年度尼崎市特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費予算 

議案第 ８号  令和２年度尼崎市特別会計青少年健全育成事業費予算 

議案第 ９号  令和２年度尼崎市特別会計介護保険事業費予算 

議案第１０号  令和２年度尼崎市特別会計後期高齢者医療事業費予算 

議案第１１号  令和２年度尼崎市水道事業会計予算 

議案第１２号  令和２年度尼崎市工業用水道事業会計予算 

議案第１３号  令和２年度尼崎市下水道事業会計予算 

議案第１４号  令和２年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算 

（令和元年度補正予算） 

議案第１５号  令和元年度尼崎市一般会計補正予算（第５号） 

議案第１６号  令和元年度尼崎市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第２号） 
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議案第１７号  令和元年度尼崎市特別会計介護保険事業費補正予算（第２号） 

議案第１８号  令和元年度尼崎市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算（第１号） 

議案第１９号  令和元年度尼崎市モーターボート競走事業会計補正予算（第２号） 

＜条例＞ 

議案第２０号  尼崎市市民提案事業審査会条例について 

議案第２１号  尼崎市特定非営利活動促進基金条例について 

議案第２２号  尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例について 

議案第２３号  尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例について 

議案第２４号  尼崎市職員定数条例の一部を改正する条例について 

議案第２５号  尼崎市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第２６号  尼崎市印鑑条例の一部を改正する条例について 

議案第２７号  尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第２８号  尼崎市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を改正する

条例について 

議案第２９号  尼崎市歴史博物館資料取得基金条例を廃止する条例について 

議案第３０号  尼崎市立歴史博物館の設置及び管理に関する条例について 

議案第３１号  尼崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条

例について 

議案第３２号  尼崎市食品衛生に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第３３号  尼崎市動物愛護管理員の設置に関する条例について 

議案第３４号  尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を

定める条例の一部を改正する条例について 

議案第３５号  尼崎市立城内地区自動車駐車場の設置及び管理に関する条例につい         

        て 

議案第３６号  尼崎市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例について 

議案第３７号  尼崎市一般廃棄物処理施設整備等基金条例について 

議案第３８号  地方公営企業法第３３条第２項の規定により予算で定めなければな

らない資産の取得及び処分等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

議案第３９号  尼崎市立消費生活センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

議案第４０号  尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第４１号  尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 
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議案第４２号  尼崎市指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例について 

＜その他＞ 

議案第４３号  市有地の売払いについて 

議案第４４号  包括外部監査契約の締結について 

議案第４５号  権利の放棄について（災害援護資金の貸付けを受けた者の連帯保証

人に対して有する権利） 

議案第４６号  指定管理者の指定について（尼崎市立青少年いこいの家） 

議案第４８号  工事請負契約について（武庫東保育所改築工事） 

議案第４９号  市道路線の認定及び廃止について 

 

２ その他の報告 

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 市道路線の認定及び廃止 

   戸ノ内住宅地区改良事業施行に伴うもの         認定 ５路線 

                              廃止 ２路線 

 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市教育委員会委員の任命 

・ 尼崎市公平委員会委員の選任 

・ 尼崎市固定資産評価審査委員会委員の選任 
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第１６回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１号～第１４号 所 管 ― 

件 名 令和２年度 当初予算 

内       容 

（単位：千円）  

区 分 当初予算額 前年度比 

一 般 会 計 ２０９，６５０，０００ １０２．３％ 

特 別 会 計 １００，９９４，７９９ １００．１％ 

 国民健康保険事業費 ４８，６９１，０４０ ９８．７％ 

 地方卸売市場事業費 ３５１，２９９ １０４．８％ 

 育英事業費 ８，４０６ １００．４％ 

 公共用地先行取得事業費 １，２３９，１０８ ６０．１％ 

 公害病認定患者救済事業費 ２２，７２３ ８６．８％ 

 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 ２８，０９３ １０４．３％ 

 青少年健全育成事業費 ９，０１２ ９７．４％ 

 介護保険事業費 ４４，２２０，６２９ １０２．９％ 

 後期高齢者医療事業費 ６，４２４，４８９ １０４．３％ 

企 業 会 計 ８６，２２５，８６２ １１５．４％ 

 水道事業 １４，０７２，３１０ １１８．８％ 

 工業用水道事業 ５，０５３，３１８ ２４９．７％ 

 下水道事業 ２０，８６９，６５４ １０２．９％ 

 モーターボート競走事業 ４６，２３０，５８０ １１３．９％ 

合      計 ３９６，８７０，６６１ １０４．３％ 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１５号～第１９号 所 管 ― 

件 名 令和元年度 補正予算 

内       容 

（単位：千円）  

区 分 補正予算額 

一 般 会 計 （第５号） １，８１１，３２９ 

特 別 会 計 ３，３４６，９８４ 

 国民健康保険事業費（第２号） ２，６９３，７６１ 

 介護保険事業費（第２号） ４８１，０９３ 

 後期高齢者医療事業費（第１号） １７２，１３０ 

企 業 会 計 ３，２６６，１３８ 

 モーターボート競走事業（第２号） ３，２６６，１３８ 
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令和元年度　2月補正の概要
 

○　一般会計補正予算（補正5号）

（補正予算の内容）

（歳入の主なもの）
①　実質的な地方交付税の増 百万円

②　市税の増 百万円

③　税外諸収入の減 百万円
　

④　不動産売払い収入の増 百万円

⑤　減債基金繰入金の増 百万円
　　借換債の減 百万円

（歳出の主なもの）
①　減債基金積立金の増 百万円

　
②　税外還付金の増 百万円

③　保育の量確保事業費の減 百万円

④　市債利子の減 百万円

⑤　中小企業資金融資制度関係事業費の減 百万円

⑥　生活保護扶助費の減 百万円

⑦　投資的経費、経常経費の執行差金、契約差金、不用見込みとなる経費の減額補正

1　補正予算の規模
（単位：千円）

2　歳入歳出補正予算額
（単位：千円）

合　計 1,811,329 合　計 1,811,329

△ 355,853

市債 △ 322,722

寄付金 1,820 公債費 △ 343,256

繰入金 28,575 諸支出金 813

諸収入

県支出金 △ 351,446 土木費 △ 377,080

財産収入 3,425,927 教育費 136,814

△ 4,816 労働費 △ 176

国庫支出金 △ 834,496 商工費 △ 301,769

地方特例交付金 40,000 民生費 △ 1,054,733

地方交付税 297,340 衛生費 △ 65,103

分担金及び負担金

市税 387,000 議会費 △ 581

地方消費税交付金 △ 500,000 総務費 3,816,400

歳　　　入 歳　　　出

款 補正予算額 款 補正予算額

△ 239

現在予算額 補正予算額 補正後予算額

206,348,318 1,811,329 208,159,647

△ 1,160

3,453

623

△ 399

△ 329

△ 291

　歳入において、実質的な地方交付税が624百万円、市税が387百万円の増となり、ま
た、歳出においては、市債利子で329百万円の減となり、そのほか執行差金など、歳入・
歳出全般を決算見込みに基づき整理することにより、現在措置している財源対策2,050百
万円から1,279百万円の圧縮を行った。
　また、尼崎東警察署跡地等の不動産売払収入が3,425百万円の増となったことから、増
額分を減債基金に積み立て、同時にこの一部を活用して、当初予算では借換予定となっ
ていた退職手当債および行政改革推進債等の1,160百万円を追加で早期償還する。

624

387

△ 460

3,425

1,160
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3　主な事業（50,000千円以上の増減のあるもの）
（単位：千円）

合　計 2,386,901

27 保育の量確保事業費 △ 398,743

26 市債利子 △ 328,978

25 中小企業資金融資制度関係事業費 △ 291,200

24 生活保護扶助費 △ 239,056

23 地域介護・福祉空間整備等事業費 △ 163,796

22 施設型給付費（教育費） △ 140,646

21 庄下川都市基盤河川改修事業費 △ 124,700

20 特別養護老人ホーム等整備事業費 △ 118,800

19 市税還付金、還付加算金等 △ 113,000

18 公害病補償事業費 △ 109,031

17 道路橋りょう新設改良事業費 △ 103,688

16 保育環境改善事業費 △ 90,257

15 子育て支援施設等利用給付費（教育費） △ 88,700

14 自立支援医療等事業費 △ 63,378

13 道路橋りょう維持管理事業費 △ 59,020

12 放課後児童健全育成事業所運営費補助金 △ 55,733

11 青少年センター解体事業費 △ 51,025

10 長洲久々知線等道路整備事業費 △ 50,396

9 障害児通所支援等給付費 90,721

8 競馬場周辺道路整備事業費 100,405

7 尼崎宝塚線ほか２路線県施行街路事業地元負担金 119,251

6 国民健康保険事業費会計繰出金 119,338

5 歴史資料保存公開事業費 146,204

4 歴史遺産を活かしたまちの魅力再発見事業費 156,000

3 各種施設整備事業費（小学校） 169,281

2 税外収入還付金 623,000

1 減債基金積立金 3,452,848

№ 事　項 補 正 額
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4　繰越明許費の補正

（追　加） （単位：千円）

5　債務負担行為の補正

（変　更） （単位：千円）

令和元年度公共用地取得事
業（尼崎市土地開発公社分）

令和2年度まで 298,000 令和3年度まで 298,000

事　　項
補　　正　　前 補　　正　　後

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

合　計 2,398,370

24 資料館施設整備事業費 24,000

23 幼稚園施設整備事業費 112,137

22 小学校各種施設整備事業費 176,501

21 消防庁舎等整備事業費 7,700

20 市営住宅建替等事業費 723,036

19 市営住宅維持整備事業費 94,032

18 長洲久々知線等道路整備事業費 56,125

17 競馬場周辺道路整備事業費 11,508

16 公園維持管理事業費 35,000

15 公園整備事業費 2,000

14 庄下川都市基盤河川改修事業費 54,000

13 道路橋りょう新設改良事業費 278,338

12 道路橋りょう維持管理事業費 16,706

11 土木管理関係事業費 28,162

10 焼却施設等整備事業費 16,478

9 青少年センター解体事業費 76,322

8 公立保育所施設整備事業費 25,209

7 保育環境改善事業費 203,402

6 保育の量確保事業費 132,633

5 地域介護・福祉空間整備等事業費 104,160

4 特別養護老人ホーム等整備事業 178,200

3 防災情報通信事業費 24,000

2 生涯学習プラザ等整備事業費 18,721

1 集会施設関係事業費 7,205

№ 事　業　名 補 正 額
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6　市債の補正

（変　更） （単位：千円）

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

限度額

○　特別会計補正予算（3会計） 千円

1　国民健康保険事業費（補正2号） 千円
（単位：千円）

一般被保険者療養給付費

一般被保険者償還金及び還付加算金

国民健康保険事業基金積立金

2　介護保険事業費（補正2号） 千円

（単位：千円）

一般管理費

介護認定費

介護サービス等給付費

高額介護サービス費

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援等事業費

介護給付費準備基金積立金

第１号被保険者還付金及び還付加算金

3　後期高齢者医療事業費（補正1号） 千円
（単位：千円）

保険料等負担金
保険基盤安定拠出金
特別対策補助金返還金
円滑運営補助金返還金

○　企業会計補正予算（1会計） 千円

1  モーターボート競走事業会計（補正2号） 千円
（単位：千円）

開催費
資産減耗費
消費税及び地方消費税
営業設備費4 △ 112,040

3 2,321
2 △ 399,046
1 3,774,903

3,266,138

№ 事　業　名 補 正 額

3,266,138

4 584
3 228
2 △ 12,473
1 183,791

172,130

№ 事　項 補 正 額

8 428,029

7 283,400

6 △ 5,240

5 △ 123,035

4 39,892

3 △ 149,621

2 8,442

1 △ 774

481,093

№ 事　項 補 正 額

3 300,199

2 345,940

1 2,047,622

3,346,984

2,693,761

№ 事　項 補 正 額

社会教育施設整備事業費 573,600 限度額 590,200

臨時財政対策債 6,700,000 限度額 7,026,778

住宅建設事業費 1,212,000 限度額 1,216,300

学校施設整備事業費 359,900 限度額 470,300

公園整備事業費 118,200 限度額 118,400

都市排水施設整備事業費 46,200 限度額 50,400

清掃施設整備事業費 313,700 限度額 451,400

道路等整備事業費 1,035,300 限度額 1,100,800

庁舎等整備事業費 344,300 限度額 765,600

児童ホーム等整備事業費 11,300 限度額 13,600

起　債　の　目　的 補　正　前 補　正　後
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２０号 所 管 協働推進課 

件 名 尼崎市市民提案事業審査会条例について 

内       容 

１ 制定理由 

  現在実施している尼崎市提案型事業委託制度及び尼崎市提案型協働事業制度につ

いて、令和２年度より、新たに尼崎市市民提案制度として一本化するとともに、提案

支援の強化等の改善を行い、協働の取組を一層推進していくこととしている。 

この新たな提案制度の実施にあたり、提案された内容の審査等を行うため、地方自

治法第１３８条の４第３項の規定による付属機関として、尼崎市市民提案事業審査会

を設置するための条例を設置するもの。 

２ 主な制定内容 

  設置（第１条） 

市が法人その他の団体から、市の事務事業の当該法人等への委託の提案又は当該

法人等が行う公益的な事業に対する支援で市長が別に定めるものの提案を受けた

場合における当該提案の内容を審査させるため、市長の付属機関として、尼崎市市

民提案事業審査会を置く。 

   組織（第２条） 

ア 尼崎市市民提案事業審査会は、委員２０人以内で組織する。 

イ 委員は、学識経験者、市民の代表者、公認会計士又は税理士、本市関係職員、

その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

ウ 特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができ

る。 

   任期（第３条） 

委員の任期は、１年以内で市長が定める期間とする。ただし、再任することを

妨げない。 

   部会（第７条） 

   審査会は、必要に応じ、その所掌事項を分掌させるため、部会を置くことができ

る。 

３ 本条例制定に伴う所要の整備 

本条例の施行に伴い、「尼崎市提案型事業委託制度審査会条例」及び「尼崎市提案

型協働事業制度審査会条例」を廃止する。 

４ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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尼崎市提案型事業委託制度審査会条例 

現 行 

（設置） 

第１条 本市がその事務事業の事業者等への委託の提案（以下「事業委託提案」という。）を受け

た場合における当該事業委託提案の内容を審査させるため、市長の付属機関として、尼崎市提

案型事業委託制度審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審査会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

  学識経験者 

  本市関係職員 

３ 委員は、事業委託提案の内容の審査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとす

る。 

４ 第２項の委員のほか、必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。 

５ 臨時委員は、第２項各号に掲げる者のうちから市長が会長の意見を聴いて委嘱し、又は任命

する。 

６ 第３項の規定は、臨時委員について準用する。 

（会長） 

第３条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務

を代理する。 

（招集） 

第４条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第５条 審査会は、委員（臨時委員を含む。以下同じ。）の半数以上が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

（部会） 

第６条 審査会は、必要に応じ、その所掌事項を分掌させるため、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、その部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 第３条第２項及び第３項並びに前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、

第３条第３項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめその部会に属する委員のうちから」と、

前条中「、委員」とあるのは「、部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

５ 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。 

（意見の聴取等） 

第７条 審査会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見

を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。 
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（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮

って定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初に招集される審査会は、第４条の規定にかかわらず、市長が招集する。 
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尼崎市提案型協働事業制度審査会条例 

現 行 

（設置） 

第１条 本市が協働事業（本市及び公益を目的とする事業を行う法人その他の団体が、相互に協

力して、本市の区域内における社会的な課題を解決し、市民活動を推進し、その他市民福祉の

向上を図るために行う事業をいう。）の実施の提案（以下「協働事業実施提案」という。）を

受けた場合における当該協働事業実施提案の内容を審査させるため、市長の付属機関として、

尼崎市提案型協働事業審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

  学識経験者 

  市民の代表者 

３ 委員は、協働事業実施提案の内容の審査が終了したときは、解嘱されるものとする。 

（会長） 

第３条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務

を代理する。 

（招集） 

第４条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第５条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（意見の聴取等） 

第６条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、

又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮

って定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 
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２ 最初に招集される審査会は、第４条の規定にかかわらず、市長が招集する。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２１号 所 管 協働推進課 

件 名 尼崎市特定非営利活動促進基金条例について 

内       容 

１ 制定理由 

本市においては、多様な主体による協働のまちづくりを進め、地域の課題解決や魅

力向上の推進に取り組んでいる。その中で、今後、これらの取組をより推進するため、

市民等が寄付による特定非営利活動の支援を行う仕組みを構築し、特定非営利活動の

促進を図ることを目的として、地方自治法第２４１条の規定に基づく尼崎市特定非営

利活動促進基金を設置するための条例を制定するもの。 

 

２ 主な制定内容 

  基金の額（第２条） 

基金に積み立てる額について、特定非営利活動の促進に要する経費に充てるため

の寄付金の額及び毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

   管理（第３条） 

基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管することを義務付けるとともに、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代

えることができることとする。 

   処分（第６条） 

 基金は、特定非営利活動の促進という設置の目的を達成するため、市長が必要が

あると認めるときに限り、処分することができることとする。 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２２号 所 管 ダイバーシティ推進課 

件 名 尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例について 

内       容 

１ 制定理由 

  本市のすべての人々が互いの多様性を認め合い、一人ひとりの人権が尊重されるま

ちを実現していくため、人権についての基本理念を示す条例を制定するもの。 

 

２ 主な制定内容 

  目的（第１条） 

人権文化いきづくまちづくりに関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにす

るとともに、人権文化いきづくまちづくりに関する基本的な事項を定め、人権文化

いきづくまちづくりを推進することを目的とする。 

   市、市民等及び事業者の責務（第３条～第５条） 

   市の責務として、人権施策を策定し実施すること等を、また市民等及び事業者の

責務として、その施策に協力するよう努めること等を定める。 

   施策の策定等（第６条） 

   人権施策として、人権教育及び人権啓発の推進に関する施策等を策定し、実施す

ることを定める。 

   人権文化いきづくまちづくり計画（第７条） 

   人権施策を総合的かつ計画的に実施するための計画を策定することを定める。 

   審議会の設置（第１１条～第１６条） 

  ア 計画の策定等の人権文化いきづくまちづくりの推進に関する重要な事項を調

査審議させるため、市長の付属機関として、尼崎市人権文化いきづくまちづくり

審議会を置く。 

  イ 審議会は、委員１２人以内で組織する。 

  ウ 委員は、学識経験者、市議会議員その他市長が適当と認める者のうちから市長

が委嘱する。 

  エ 委員の任期は２年とし、再任することを妨げない。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

  ただし、計画の策定及び審議会の設置に関する規定については、令和２年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２３号 所 管 小田地域課 

件 名 
尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  令和２年４月１日に新たな複合施設として供用開始を予定していた尼崎市立小田

南生涯学習プラザについて、その位置及び使用料を変更するため、令和元年６月定例

会において、「尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例」を提案し、原案可決されたところであるが、その後の当該複合施設に係る新

築工事の工期延長に伴い、供用開始日が遅れることとなったため、当該条例の施行期

日を改めるもの。 

 

２ 改正内容 

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（令和

元年尼崎市条例第１号）の施行期日について、「令和２年４月１日」から「規則で定

める日」へ改める。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（令和元年尼崎市条

例第１号） 

改正後 現 行 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行す

る。ただし、付則第３項の規定は、公布の日

から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。ただし、付則第３項の規定は、公布の日

から施行する。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２４号 所 管 行政管理課 

件 名 尼崎市職員定数条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  事務事業の執行体制の整備等により、職員定数の増減を行うための規定整備を行う

もの。 

２ 主な改正内容 

第２条第１項の職員の定数を次の表のとおり改める。 

部局 改正 現行 増減 

市長の事務部局の職員 

［うち社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４

条第１項に規定する福祉に関する事務所の職員］ 

2,020 

[234] 

1,995 

[223] 

25 

  [11] 

教育委員会及びその所管に属する学校その他の教育機

関の事務部局の職員 
  267   259   8 

消防部局の職員 

 消防職員 
  445   437   8 

公営企業局の職員   251   274  △23 

  （参考） 

その他改正を行わなかった部局   258   258   0 

条例定数の総数 3,241 3,223    18 

３ 職員定数増減（＋18）の主な内訳 

市長事務部局（＋25） 

・子どもの育ち支援センターの体制整備 

・こどもの人権擁護担当の設置 

・保育料収納体制の強化 

・富松保育所の民間移管 など 

教育委員会事務部局（＋8） 

・特別支援教育システム検討事業への対応 

・心の教育相談事業（スクールソーシャルワーク

の拡充）への対応 

・歴史博物館の設置 

・給食調理業務の民間委託 など 

消防部局（＋8） ・救急隊増隊への対応 

公営企業局（△23） ・園田配水場運転監視操作業務の一部委託化 など 

４ 施行期日 

 令和２年４月１日 
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尼崎市職員定数条例 

改正後 現 行 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

   市長の事務部局の職員 ２，０２０人 

うち社会福祉法（昭和２６年法律第４

５号）第１４条第１項に規定する福祉に

関する事務所の職員 ２３４人 

   教育委員会及びその所管に属する学校

その他の教育機関の事務部局の職員 ２

６７人 

   消防部局の職員 

    消防職員 ４４５人 

    消防団員 １，０００人 

       計 １，４４５人 

   公営企業局の職員 ２５１人 

 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

   市長の事務部局の職員 １，９９５人 

うち社会福祉法（昭和２６年法律第４

５号）第１４条第１項に規定する福祉に

関する事務所の職員 ２２３人 

   教育委員会及びその所管に属する学校

その他の教育機関の事務部局の職員 ２

５９人 

   消防部局の職員 

    消防職員 ４３７人 

    消防団員 １，０００人 

       計 １，４３７人 

   公営企業局の職員 ２７４人 
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（議案説明資料） 

 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２５号 所 管 市民課 

件 名 尼崎市手数料条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運

営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）の制定により、住民基本

台帳法が改正され、法上に住民票等の除票の保存及び交付に係る規定が追加されたほ

か、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正

され、個人番号（いわゆるマイナンバー）の通知カードが廃止されることとなったた

め、それらの内容に合わせた規定の整備等を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

  住民票等の除票の写しの交付に係る手数料の規定の追記 

住民票（記載事項証明書を含む）又は戸籍の附票に係る各除票については、現在、

それぞれ住民票又は戸籍の附票の一部として捉え、それらの写しを交付する際の手

数料も住民票又は戸籍の附票の場合と同額（１件３００円）としているが、今回の

住民基本台帳法の改正により、それら除票の交付に係る規定が追加されたことを受

け、本条例においても各除票の写しの交付に係る手数料を個別に規定する。（金額

は変更なし） 

  通知カードの廃止に伴う規定の削除 

通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付に係る手数料（１枚５００円）を

削除する。 

  戸籍及び除籍に係る各証明書の交付 

戸籍及び除籍に係る各証明書の交付について、実際の運用に合わせて、電子デー

タ化されたものも対象となる旨を追記するなどの文言整備を行う。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

ただし、通知カードの廃止に伴う改正については、情報通信技術の活用による行政

手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

（令和元年法律第１６号）附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日 
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尼崎市手数料条例 

改正後 現 行 

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び手数料の

額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(10) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法

施行規則（昭和２２年司法省令第９４号）

第７３条第１項第１号に掲げる戸籍の全

部事項証明書若しくは同項第２号に掲げ

る戸籍の個人事項証明書の交付 １件 

４５０円 

(11) 戸籍に記載した事項に関する証明又

は戸籍法施行規則第７３条第１項第３号

に掲げる戸籍の一部事項証明書の交付 

１件 ３５０円 

(12) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又

は戸籍法施行規則第７３条第１項第４号

に掲げる除かれた戸籍の全部事項証明書

若しくは同項第５号に掲げる除かれた戸

籍の個人事項証明書の交付 １件 ７５

０円 

(13) 除かれた戸籍に記載した事項に関す

る証明又は戸籍法施行規則第７３条第１

項第６号に掲げる除かれた戸籍の一部事

項証明書の交付 １件 ４５０円 

(16) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）第１１条第１項に規定する住民基本

台帳の一部の写しの閲覧 １件 ３００

円 

(17) 住民票の写し又は住民基本台帳法第

１５条の２第１項に規定する除票（次号に

おいて「除票」という。）の写しの交付 １

件 ３００円 

(18) 住民票又は除票に記録をした事項に

関する証明 １件 ３００円 

(19) 戸籍の附票の写し又は住民基本台帳

法第２１条第１項に規定する戸籍の附票

の除票の写しの交付 １件 ３００円 

(35) 公簿、公文書又は図面の閲覧（第１５

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び手数料の

額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(10) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は

磁気ディスクをもって調製された戸籍に

記録されている事項の全部若しくは一部

を証明した書面の交付 １通 ４５０円 

 

 

(11) 戸籍に記載した事項に関する証明 

１件 ３５０円 

 

 

(12) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の

交付又は磁気ディスクをもって調製され

た除かれた戸籍に記録されている事項の

全部若しくは一部を証明した書面の交付 

１通 ７５０円 

 

(13) 除かれた戸籍に記載した事項に関す

る証明 １件 ４５０円 

 

 

(16) 住民票の写し（磁気ディスクをもって

調製された住民票に記録されている事項

を記載した書類をいう。）の交付 １件 

３００円 

(17) 戸籍の附票の写しの交付 １件 ３

００円 

 

 

(18) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 

１件 ３００円 

(19) 住民票に記載した事項に関する証明 

１件 ３００円 

 

(35) 公簿、公文書又は図面の閲覧（第１５
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号及び第１６号に該当するもの並びに建

築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第

４０号）第１１条の４第１項各号に掲げる

書類の閲覧を除く。） １冊、１事件又は

１枚 ３００円 

（削る） 

 

 

 

 

(38) 行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第７項に規

定する個人番号カードの再交付 １枚 

８００円 

(39) 略 

付 則  

（手数料の額の特例） 

３ 平成２８年１月２０日から令和３年３月

３１日までの間に限り、住民基本台帳カード

（尼崎市住民基本台帳カードの利用に関す

る条例（平成２７年尼崎市条例第２７号）第

５条第１項の規定により利用情報が記録さ

れているものに限る。）その他規則で定める

物件及び同条例第２条に規定する多機能端

末機を使用して同条各号のいずれかに掲げ

る書類の交付を請求する者に対してその交

付を行う場合における第２条第１号の２、第

２号、第１０号及び第１７号から第１９号ま

での規定の適用については、同条第１号の

２、第２号及び第１７号から第１９号までの

規定中「３００円」とあるのは「２００円」

と、同条第１０号中「４５０円」とあるのは

「３５０円」とする。 

号及び第１８号に該当するもの並びに建

築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第

４０号）第１１条の４第１項各号に掲げる

書類の閲覧を除く。） １冊、１事件又は

１枚 ３００円 

(38) 行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号。以下「番号利用法」

という。）第７条第１項に規定する通知カ

ードの再交付 １枚 ５００円 

(39) 番号利用法第２条第７項に規定する

個人番号カードの再交付 １枚 ８００

円 

 

 

(40) 略 

付 則  

（手数料の額の特例） 

３ 平成２８年１月２０日から平成３３年３

月３１日までの間に限り、住民基本台帳カー

ド（尼崎市住民基本台帳カードの利用に関す

る条例（平成２７年尼崎市条例第２７号）第

５条第１項の規定により利用情報が記録さ

れているものに限る。）その他規則で定める

物件及び同条例第２条に規定する多機能端

末機を使用して同条各号のいずれかに掲げ

る書類の交付を請求する者に対してその交

付を行う場合における第２条第１号の２、第

２号、第１０号、第１６号、第１７号及び第

１９号の規定の適用については、同条第１号

の２、第２号、第１６号、第１７号及び第１

９号中「３００円」とあるのは「２００円」

と、同条第１０号中「４５０円」とあるのは

「３５０円」とする。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

 

種 別 条例 番 号 議案第２６号 所 管 市民課 

件 名 尼崎市印鑑条例の一部を改正する条例について 

内   容 

１ 改正理由 

これまで、成年被後見人については、その意思能力の確認が困難であることから、

印鑑登録はできないこととしていたが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）の施行を

受け、総務省から「成年被後見人に係る印鑑登録について、一定の条件下において、

その資格を認めるよう改める」との通知がなされたことから、その内容を踏まえた規

定の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

  印鑑登録に係る資格 

印鑑の登録を申請できない者として規定しているもののうち、「成年被後見人」

を「印鑑を登録する意思を有していると認められない者」に改める。 

  成年被後見人に係る申請等について 

成年被後見人による印鑑登録に係る申請等については、法定代理人が同行し、か

つ、当該申請等が成年被後見人の意思であることが確認できる場合に限り可能とす

る。 

  多機能端末機での印鑑登録証明書の交付 

成年被後見人に対する多機能端末機での印鑑登録証明書の交付については、対面

での対応がなく、法定代理人の同行及び本人意思の確認が困難であるため、成年被

後見人に係る不利益の防止と権利保護を図る観点から、実施しないこととする。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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尼崎市印鑑条例 

改正後 現 行 

（登録の資格）  

第２条 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）の規定により本市の住民基本台帳に記

録されている者は、１人１個に限り、印鑑の

登録を受けることができる。ただし、１５歳

未満の者及び印鑑を登録する意思を有してい

ると認められない者は、印鑑の登録を受ける

ことができない。 

（印鑑の登録の証明の申請） 

第１６条 登録者は、印鑑の登録の証明を受け

ようとするときは、印鑑登録証明書交付申請

書に印鑑登録証を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、登録者（成年被

後見人である者を除く。）は、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（平成２５年法律第２８号）第

２０条第１項の規定によりなお従前の例によ

ることとされた同法第１９条の規定による改

正前の住民基本台帳法第３０条の４４第１項

に規定する住民基本台帳カード（尼崎市住民

基本台帳カードの利用に関する条例（平成２

７年尼崎市条例第２７号）第５条第１項の規

定により利用情報が記録されているものに限

る。）その他規則で定める物件及び同条例第２

条に規定する多機能端末機を使用することに

より第１４条第１項の印鑑登録証明書の交付

を請求することができる。 

（成年被後見人に係る登録申請等の特例） 

第１７条 第３条、第８条若しくは前条第１項

の規定による申請又は第５条第２項の規定に

よる提出及び提示（以下「提出等」という。）

（以下この条において「登録申請等」という。）

を行おうとする者で成年被後見人であるもの

（以下この条において「特例申請者等」とい

（登録の資格）  

第２条 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）の規定により本市の住民基本台帳に記

録されている者は、１人１個に限り、印鑑の

登録を受けることができる。ただし、１５歳

未満の者及び成年被後見人は、印鑑の登録を

受けることができない。 

 

（印鑑の登録の証明の申請） 

第１６条 登録者は、印鑑の登録の証明を受け

ようとするときは、印鑑登録証明書交付申請

書に印鑑登録証を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（平成２５年

法律第２８号）第２０条第１項の規定により

なお従前の例によることとされた同法第１９

条の規定による改正前の住民基本台帳法第３

０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カ

ード（尼崎市住民基本台帳カードの利用に関

する条例（平成２７年尼崎市条例第２７号）

第５条第１項の規定により利用情報が記録さ

れているものに限る。）その他規則で定める物

件及び同条例第２条に規定する多機能端末機

を使用して第１４条第１項の印鑑登録証明書

の交付の請求があったときは、前項の規定に

よる申請があったものとみなす。 
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う。）は、その登録申請等の際に、その法定

代理人（当該法定代理人が法人である場合に

あっては、規則で定める者。以下この条にお

いて同じ。）とともに出頭し、当該法定代理

人をして、当該登録申請等が当該特例申請者

等の意思に基づくものであることを市長に説

明させなければならない。 

２ 前項の規定により特例申請者等がその法定

代理人とともに出頭する場合には、当該特例

申請者等は、当該法定代理人をして、その出

頭の際に、規則で定める書類等を市長に提示

させなければならない。 

（代理申請等） 

第１８条 第３条、第８条、第１１条若しくは

第１６条第１項の規定による申請、第５条第

２項の規定による提出等、第７条の規定によ

り交付される印鑑登録証の受領、第９条の規

定による届出又は第１３条の規定による印鑑

登録証の返還を行おうとする者（成年被後見

人である者を除く。以下この条において「申

請者等」という。）は、やむを得ない理由に

より自ら出頭することができないときは、申

請者等の委任による代理人（以下「申請者等

の任意代理人」という。）にこれらを行わせ

る。この場合において、当該申請（第３条又

は第１１条の規定によるものに限る。）、当

該提出等、当該受領及び当該届出（以下この

条において「登録申請等」という。）、につ

いては、委任の旨を証する書類を添えさせな

ければならない。 

２ １５歳未満の者及び成年被後見人は、申請

者等の任意代理人となることができない。 

３ 申請者等は、第１項の規定により登録申請

等を申請者等の任意代理人に行わせる場合に

は、当該申請者等の任意代理人をして、その

出頭の際に、規則で定める書類等を市長に提

示させなければならない。 

第１９条～第２２条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代理申請等） 

第１７条 第３条、第８条、第１１条若しくは

前条第１項の規定による申請、第５条第２項

の規定による提出及び提示（以下「提出等」

という。）、第７条の規定により交付される

印鑑登録証の受領、第９条の規定による届出

又は第１３条の規定による印鑑登録証の返還

を行おうとする者は、やむを得ない理由によ

り自ら出頭することができないときは、代理

人によりこれを行うことができる。この場合

において、当該申請（第３条又は第１１条の

規定によるものに限る。）、当該提出等、当

該受領及び当該届出については、委任の旨を

証する書面を添えなければならない。 

 

 

 

 

２ １５歳未満の者及び成年被後見人は、前項

の代理人となることができない。 

 

 

 

 

 

第１８条～第２１条 略 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２７号 所 管 職員課 

件 名 尼崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  本市教育職員の給与については、従前より兵庫県等に準拠しているところである

が、この度、県において実習助手等に係る昇格時の号給を抑制するため、昇格時号給

対応表の改正が行われたことから、本市教育職員についても同様の改正を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  教育職給料表（一）及び教育職給料表（二）の昇格時号給対応表について、兵庫県

の教育職給料表の昇格時号給対応表と同様の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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尼崎市職員の給与に関する条例 

改正後 現 行 

別表第１０ 

 ウ 教育職給料表（一）昇格時号給対応表 

 

昇格の日の前
日に受けてい
た号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 2 1 1 1 
11 3 1 1 1 
12 4 1 1 1 
13 5 1 1 1 
14 6 1 1 1 
15 7 1 1 1 
16 8 1 1 1 
17 9 1 1 1 
18 10 1 1 1 
19 11 1 1 1 
20 12 1 1 1 
21 13 1 1 1 
22 14 1 1 1 
23 15 1 1 1 
24 16 1 2 1 
25 17 1 3 1 
26 18 1 4 1 
27 19 1 5 1 
28 20 1 6 1 
29 21 1 7 1 
30 22 1 8 1 
31 23 1 9 1 
32 24 1 10 1 
33 25 1 11 1 
34 26 1 12 1 
35 27 1 13 1 
36 28 1 14 1 
37 29 1 15 1 
38 30 1 16 1 
39 31 1 17 1 
40 32 1 18 1 
41 33 1 20 1 
42 34 1 21 2 
43 35 1 22 3 
44 36 2 23 4 

別表第１０ 

 ウ 教育職給料表（一）昇格時号給対応表 

 

昇格の日の前日
に受けていた号
給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 2 1 1 1 
11 3 1 1 1 
12 4 1 1 1 
13 5 1 1 1 
14 6 1 1 1 
15 7 1 1 1 
16 8 1 1 1 
17 9 1 1 1 
18 10 1 1 1 
19 11 1 1 1 
20 12 1 1 1 
21 13 1 1 1 
22 14 1 1 1 
23 15 1 1 1 
24 16 1 2 1 
25 17 1 3 1 
26 18 1 4 1 
27 19 1 5 1 
28 20 1 6 1 
29 21 1 7 1 
30 22 1 8 1 
31 23 1 9 1 
32 24 1 10 1 
33 25 1 11 1 
34 26 1 12 1 
35 27 1 13 1 
36 28 1 14 1 
37 29 1 15 1 
38 30 1 16 1 
39 31 1 17 1 
40 32 1 18 1 
41 33 1 20 1 
42 34 1 21 2 
43 35 1 22 3 
44 36 2 23 4 

40



 

45 37 3 24 5 
46 38 4 25 6 
47 39 5 26 7 
48 40 6 27 8 
49 41 7 28 9 
50 41 8 28 10 
51 42 9 29 11 
52 42 10 30 12 
53 43 11 31 13 
54 43 12 32 14 
55 44 13 33 15 
56 44 14 34 16 
57 45 15 35 17 
58 45 16 36 18 
59 46 17 37 19 
60 46 18 38 20 
61 47 19 39 21 
62 47 20 40 22 
63 48 21 41 23 
64 48 22 42 24 
65 49 23 43 25 
66 49 24 44 25 
67 50 25 45 26 
68 50 26 46 26 
69 51 27 48 27 
70 51 28 49 27 
71 52 29 50 28 
72 52 30 50 28 
73 53 31 51 29 
74 53 32 51 29 
75 54 33 52 30 
76 54 34 52 30 
77 55 35 53 31 
78 55 36 54 31 
79 56 37 55 32 
80 56 38 55 32 
81 57 39 56 33 
82 58 40 56 33 
83 59 41 57 34 
84 60 42 58 34 
85 61 43 59 35 
86 61 44 59 35 
87 62 45 60 36 
88 62 46 61 36 
89 63 47 61 37 
90 63 48 62 37 
91 64 49 62 38 
92 64 50 63 38 
93 65 51 63 39 
94 65 52 63  
95 65 53 64  
96 66 54 64  
97 66 55 64  
98 66 56 64  
99 67 57 65  

45 37 3 24 5 
46 38 4 25 6 
47 39 5 26 7 
48 40 6 27 8 
49 41 7 28 9 
50 41 8 28 10 
51 42 9 29 11 
52 42 10 30 12 
53 43 11 31 13 
54 43 12 32 14 
55 44 13 33 15 
56 44 14 34 16 
57 45 15 35 17 
58 45 16 36 18 
59 46 17 37 19 
60 46 18 38 20 
61 47 19 39 21 
62 47 20 40 22 
63 48 21 41 23 
64 48 22 42 24 
65 49 23 43 25 
66 49 24 44 25 
67 50 25 45 26 
68 50 26 46 26 
69 51 27 48 27 
70 51 28 49 27 
71 52 29 50 28 
72 52 30 50 28 
73 53 31 51 29 
74 54 32 51 29 
75 55 33 52 30 
76 56 34 52 30 
77 57 35 53 31 
78 57 36 54 31 
79 58 37 55 32 
80 58 38 55 32 
81 59 39 56 33 
82 59 40 56 33 
83 60 41 57 34 
84 60 42 58 34 
85 61 43 59 35 
86 61 44 59 35 
87 62 45 60 36 
88 62 46 61 36 
89 63 47 61 37 
90 63 48 62 37 
91 64 49 62 38 
92 64 50 63 38 
93 65 51 63 39 
94 65 52 63  
95 65 53 64  
96 66 54 64  
97 66 55 64  
98 66 56 64  
99 67 57 65  
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100 67 58 65  
101 67 59 65  
102 68 60 65  
103 68 61 66  
104 68 62 66  
105 69 63 66  
106 69 64 66  
107 69 65 67  
108 70 66 67  
109 70 67 67  
110 70 68 67  
111 71 69 68  
112 71 69 68  
113 71 70 68  
114 72 70 68  
115 72 71 69  
116 72 72 69  
117 73 73 69  
118 73 74 69  
119 73 75 70  
120 73 76 70  
121 73 77 70  
122 74 77   
123 74 78   
124 74 78   
125 74 79   
126 74 80   
127 75 81   
128 75 82   
129 75 83   
130 75 83   
131 75 84   
132 76 84   
133 76 85   
134 76 85   
135 76 86   
136 76 86   
137 77 87   
138 77 87   
139 77 88   
140 77 88   
141 77 89   
142 77 89   
143 78 90   
144 78 90   
145 78 91   
146 78 92   
147 78 93   
148 78 94   
149 79 95   
150 79 96   
151 79 97   
152 79 97   
153 79 98   
154 79 98   

100 67 58 65  
101 67 59 65  
102 68 60 65  
103 68 61 66  
104 68 62 66  
105 69 63 66  
106 69 64 66  
107 69 65 67  
108 70 66 67  
109 70 67 67  
110 70 68 67  
111 71 69 68  
112 71 69 68  
113 71 70 68  
114 72 70 68  
115 72 71 69  
116 72 72 69  
117 73 73 69  
118 73 74 69  
119 73 75 70  
120 73 76 70  
121 73 77 70  
122 74 77   
123 74 78   
124 74 78   
125 74 79   
126 74 80   
127 75 81   
128 75 82   
129 75 83   
130 75 83   
131 75 84   
132 76 84   
133 76 85   
134 76 85   
135 76 86   
136 76 86   
137 77 87   
138 77 87   
139 77 88   
140 77 88   
141 77 89   
142 77 89   
143 78 90   
144 78 90   
145 78 91   
146 78 92   
147 78 93   
148 78 94   
149 79 95   
150 79 96   
151 79 97   
152 79 97   
153 79 98   
154 79 98   
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155 79 99   
156 79 100   
157 80 101   
158 80 102   
159 80 103   
160 80 104   
161 80 104   
162 80 105   
163 80 106   
164 80 107   
165 81 107   
166 81 108   
167 81 109   
168 81 110   
169 81 110   

備考 この表は、教育職給料表 の適用を受け

る職員の等級が第５条第１項（同条第２項

の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により決定される場合につ

いて適用する。 

 

エ 教育職給料表（二）昇格時号給対応表 

 

昇格の日の前日
に受けていた号
給 

昇格後の号給 

２級 ３級 

1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 1 1 
10 2 1 
11 3 1 
12 4 1 
13 5 1 
14 6 1 
15 7 1 
16 8 1 
17 9 1 
18 10 1 
19 11 1 
20 12 1 
21 13 1 
22 14 1 
23 15 1 
24 16 1 
25 17 1 

155 79 99   
156 79 100   
157 80 101   
158 80 102   
159 80 103   
160 80 104   
161 80 104   
162 80 105   
163 80 106   
164 80 107   
165 81 107   
166 81 108   
167 81 109   
168 81 110   
169 81 110   

備考 この表は、教育職給料表 の適用を受

ける職員の等級が第５条第１項（同条第

２項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により決定される場合

について適用する。 

 

エ 教育職給料表（二）昇格時号給対応表 

 

昇格の日の前日
に受けていた号
給 

昇格後の号給 

２級 ３級 

1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 1 1 
10 2 1 
11 3 1 
12 4 1 
13 5 1 
14 6 1 
15 7 1 
16 8 1 
17 9 1 
18 10 1 
19 11 1 
20 12 1 
21 13 1 
22 14 1 
23 15 1 
24 16 1 
25 17 1 
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26 18 1 
27 19 1 
28 20 1 
29 21 1 
30 22 1 
31 23 1 
32 24 1 
33 25 1 
34 26 1 
35 27 1 
36 28 1 
37 29 1 
38 30 1 
39 31 1 
40 32 1 
41 33 1 
42 34 1 
43 35 1 
44 36 1 
45 37 1 
46 38 1 
47 39 1 
48 40 1 
49 41 1 
50 41 2 
51 42 3 
52 42 4 
53 43 5 
54 43 6 
55 44 7 
56 44 8 
57 45 9 
58 45 10 
59 45 11 
60 46 12 
61 46 13 
62 46 14 
63 47 15 
64 47 16 
65 47 17 
66 48 18 
67 48 19 
68 48 20 
69 49 21 
70 50 22 
71 51 23 
72 52 24 
73 53 25 
74 53 26 
75 54 27 
76 54 28 
77 55 29 
78 55 30 
79 56 31 
80 56 32 

26 18 1 
27 19 1 
28 20 1 
29 21 1 
30 22 1 
31 23 1 
32 24 1 
33 25 1 
34 26 1 
35 27 1 
36 28 1 
37 29 1 
38 30 1 
39 31 1 
40 32 1 
41 33 1 
42 34 1 
43 35 1 
44 36 1 
45 37 1 
46 38 1 
47 39 1 
48 40 1 
49 41 1 
50 41 2 
51 42 3 
52 42 4 
53 43 5 
54 43 6 
55 44 7 
56 44 8 
57 45 9 
58 45 10 
59 46 11 
60 46 12 
61 47 13 
62 47 14 
63 48 15 
64 48 16 
65 49 17 
66 49 18 
67 50 19 
68 50 20 
69 51 21 
70 51 22 
71 52 23 
72 52 24 
73 53 25 
74 53 26 
75 54 27 
76 54 28 
77 55 29 
78 55 30 
79 56 31 
80 56 32 
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81 57 33 
82 57 34 
83 58 36 
84 58 37 
85 59 38 
86 59 39 
87 60 40 
88 60 41 
89 61 42 
90 61 43 
91 61 44 
92 62 45 
93 62 46 
94 62 47 
95 63 48 
96 63 49 
97 63 49 
98 64 50 
99 64 51 
100 64 52 
101 65 53 
102 65 54 
103 65 55 
104 65 56 
105 65 57 
106 65 58 
107 65 59 
108 66 60 
109 66 61 
110 66 61 
111 66 62 
112 66 62 
113 66 63 
114  63 
115  64 
116  64 
117  65 
118  66 
119  68 
120  68 
121  69 
122  69 
123  70 
124  70 
125  71 
126  71 
127  72 
128  72 
129  73 
130  73 
131  74 
132  75 
133  76 
134  76 
135  77 

81 57 33 
82 57 34 
83 58 36 
84 58 37 
85 59 38 
86 59 39 
87 60 40 
88 60 41 
89 61 42 
90 61 43 
91 62 44 
92 62 45 
93 63 46 
94 63 47 
95 64 48 
96 64 49 
97 65 49 
98 65 50 
99 65 51 
100 65 52 
101 65 53 
102 65 54 
103 65 55 
104 66 56 
105 66 57 
106 66 58 
107 66 59 
108 66 60 
109 66 61 
110 66 61 
111 67 62 
112 67 62 
113 67 63 
114  63 
115  64 
116  64 
117  65 
118  66 
119  68 
120  68 
121  69 
122  69 
123  70 
124  70 
125  71 
126  71 
127  72 
128  72 
129  73 
130  73 
131  74 
132  75 
133  76 
134  76 
135  77 
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136  77 
137  78 
138  78 
139  79 
140  79 
141  79 
142  80 
143  80 
144  81 
145  81 
146  81 
147  82 
148  82 
149  82 
150  82 
151  83 
152  83 
153  83 
154  83 
155  84 
156  84 
157  84 
158  85 
159  85 
160  86 
161  86 
162  87 
163  87 
164  88 
165  88 
166  88 
167  89 
168  89 
169  89 
170  90 
171  90 
172  91 
173  91 

備考 この表は、教育職給料表 の適用を受け

る職員の等級が第５条第１項の規定によ

り決定される場合について適用する。 

136  77 
137  78 
138  78 
139  79 
140  79 
141  79 
142  80 
143  80 
144  81 
145  81 
146  81 
147  82 
148  82 
149  82 
150  82 
151  83 
152  83 
153  83 
154  83 
155  84 
156  84 
157  84 
158  85 
159  85 
160  86 
161  86 
162  87 
163  87 
164  88 
165  88 
166  88 
167  89 
168  89 
169  89 
170  90 
171  90 
172  91 
173  91 

備考 この表は、教育職給料表 の適用を受

ける職員の等級が第５条第１項の規定に

より決定される場合について適用する。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２８号 所 管 職員課 

件 名 
尼崎市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

内       容 

１ 改正理由 

  本市教育職員の給与については、従前より兵庫県等に準拠しているところである

が、この度、教職員の非違行為に関する服務の見直しを行ったところ、教職調整額に

係る減額の規定について、一部、県と異なる取扱いとなっていることが確認されたこ

とから、県と同様の取扱いとするため、規定の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  教育職員が懲戒処分を受けた場合の減給について、現在の給料及び各手当の算定に

係る取扱いと同様に、教職調整額を給料とみなして適用する旨の規定を追加する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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尼崎市教育職員の給与等の特別措置に関する条例 

改正後 現 行 

（教職調整額を給料とみなして適用する条例

等） 

第４条 前条第１項の規定による教職調整額の

支給を受ける教育職員に係る次の各号に掲げ

る条例及びこれらの条例に基づく市規則等の

規定の適用については、同項の教職調整額は

給料と、当該教職調整額の金額は給料の月額

又は給料月額とみなす。 

  給与条例（第１２条の２、第１３条の２、

第１３条の３、第２１条及び第２２条の３

の規定に限る。） 

   尼崎市教育職員の退職手当に関する条例

（昭和３５年尼崎市条例第１８号） 

   尼崎市職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例（昭和２６年尼崎市条例第１２０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教職調整額を給料又は給料月額とみなして適

用する条例等） 

第４条 前条第１項の規定により教職調整額の

支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定

及びこれらに基づく市規則等の規定の適用に

ついては、同項の教職調整額は給料又は給料

月額とみなす。 

 

  給与条例（第１２条の２、第１３条の２、

第１３条の３、第２１条及び第２２条の３

の規定に限る。） 

   尼崎市教育職員の退職手当に関する条例

(昭和３５年尼崎市条例第１８号) 
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（議案説明資料） 

 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第２９号 所 管 歴博・文化財担当 

件 名 尼崎市歴史博物館資料取得基金条例を廃止する条例について 

内       容 

１ 廃止理由 

尼崎市歴史博物館資料取得基金は、昭和６１年度から城内・寺町地区を中心とした

「歴史文化ゾーン」の中核施設とするべく建設の準備を進めていた歴史博物館におい

て展示し、又は保管する資料の取得を円滑に行うため、平成２年に設置したものであ

るが、令和２年１０月に尼崎市立文化財収蔵庫と尼崎市立地域研究史料館の機能を統

合した尼崎市立歴史博物館を開館することとなり、本基金の設置目的を達成するに至

ったものと判断し、本条例を廃止するもの。 

 

２ 施行期日 

  令和２年３月３１日 
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尼崎市歴史博物館資料取得基金条例 

現 行 

(設置) 

第１条 本市の歴史博物館において展示し、又は保管する資料の取得を円滑に行うため、尼崎市

歴史博物館資料取得基金(以下「基金」という。)を設置する。 

(基金の額) 

第２条 基金の額は、１５０,０００,０００円とする。 

 (管理) 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

(繰替運用) 

第４条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

(委任) 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

付 則 

この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

 

50



（議案説明資料） 

 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３０号 所 管 歴博・文化財担当 

件 名 尼崎市立歴史博物館の設置及び管理に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 

尼崎市立文化財収蔵庫と尼崎市立地域研究史料館の機能を統合し、博物館法第２条

第２項に規定する公立博物館として尼崎市立歴史博物館（以下「歴史博物館」という。）

を設置するため、条例を制定するもの。 

 

２ 主な制定内容 

  位置（第３条） 

尼崎市南城内１０番地の２ 

  分館（第４条） 

歴史博物館の分館として、尼崎市立歴史博物館田能資料館を置く。 

その位置は尼崎市田能６丁目５番１号とする。 

  事業（第５条） 

公立博物館としての目的を達成するため、歴史博物館が実施する事業として、博

物館資料の収集、保管、展示及び一般公衆への必要な説明等のほか、博物館資料に

関する調査研究並びに案内書等の作成や講演会等の事業を行うこと、さらには歴史

資料として重要な市の公文書等を博物館資料として収集すること等を定める。 

  開館時間等及び特別利用の許可（第６条・第７条） 

歴史博物館の開館時間及び休館日は規則で定める。また、博物館資料の熟覧、模

写、模造、撮影、複写等の特別の利用をしようとする者は、教育委員会の許可を受

けなければならないこととする。 

  入館料等（第８条） 

歴史博物館への入館は無料とする。ただし、特別の展示会等を開催する場合にお

いては、１人１回につき２，０００円を超えない範囲内で教育委員会が定める額の

入場料を前納しなければならないこととする。 

 

３ 本条例制定に伴う所要の整備 

  本条例の制定に伴い、「尼崎市立文化財施設の設置及び管理に関する条例」及び「尼

崎市立地域研究史料館の設置及び管理に関する条例」を廃止する。 

 

４ 施行期日 

令和２年１０月１０日 
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尼崎市立文化財施設の設置及び管理に関する条例 

現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、尼崎市立文化財施設(以下「文化財施設」という。)の設置及び管理につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 本市が管理する文化財(文化財保護法(昭和２５年法律第２１４号)第２条第１項に規定

する文化財をいう。)及び復元施設(以下「文化財等」という。)を広く公開することにより郷土

文化に対する市民の関心を高め、教育、学術及び文化の振興を図るための施設として文化財施

設を設置する。 

（名称及び位置） 

第３条 文化財施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

尼崎市立田能資料館 尼崎市田能 6丁目 5番 1号 

尼崎市立文化財収蔵庫 尼崎市南城内 10 番地の 2 

（事業） 

第４条 文化財施設は、次の各号に掲げる事業を行う。 

  文化財等を展示し、利用者に対し説明、助言及び指導を行うこと。 

  文化財等に関する啓発を行うこと。 

  前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業 

（原状回復義務等） 

第５条 入館者は、その責めに帰すべき理由により、文化財施設又は付属設備を損傷し、又は滅

失したときは、すみやかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。た

だし、教育委員会が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、文化財施設の管理について必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 

付 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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尼崎市立地域研究史料館の設置及び管理に関する条例 

現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、尼崎市立地域研究史料館(以下「史料館」という。)の設置及び管理につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 日々散逸しつつある貴重な文書
もんじょ

、記録等の史料及び文献(以下「史料等」という。)を収

集し、後世に伝えるとともに、地域社会に対する市民の歴史的認識を深めるため、史料館を設

置する。 

（位置） 

第３条 史料館の位置は、尼崎市昭和通 2丁目 7番 16 号とする。 

（事業） 

第４条 史料館は、次の各号に掲げる事業を行う。 

  尼崎及び歴史的関連地域に関する史料等を収集し、整理し、保存すること。 

  尼崎の歴史に関する調査、研究を行うこと。 

  史料等を閲覧に供するとともに、必要な助言及び指導を行うこと。 

  市史、研究紀要、史料目録等を編集し、刊行すること。 

  講座、研究会、史料展示等の普及活動を行うこと。 

  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、史料館の管理について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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(議案説明資料) 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３１号 所 管 生活衛生課 

件 名 
尼崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

内   容 

１ 改正理由 

  浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第４０号)の制定により、浄化槽保守

点検業者の登録に関する条例に定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会

の確保に係る事項が追加されるため、当該改正内容に基づく規定の整備等を行うも

の。 

 

２ 改正内容 

  浄化槽保守点検業者への義務規定の追加 

浄化槽保守点検業者への義務付けについて、当該点検業者の浄化槽管理士に対す

る浄化槽の保守点検業務に関する講習の受講を追加する。 

  その他の文言整備 

浄化槽保守点検業者においては、自らが浄化槽管理士としてその業務を行う場合

と、別に専任した浄化槽管理士に従事させる場合があるため、それらの業務の実施

に係る規定について、所要の文言整備を行う。 

  

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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尼崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 

改正後 現 行 

（業務の実施等） 

第１１条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保

守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に

行わせ、若しくは実地に監督させ、又は浄化

槽管理士として自らこれを行い、若しくは実

地に監督しなければならない。 

２ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検

を行った場合において、当該浄化槽の清掃が

必要であると認めるときは、速やかに、その

浄化槽管理者（法第７条第１項に規定する浄

化槽管理者をいう。以下同じ。）（当該浄化

槽管理者が当該浄化槽の清掃を浄化槽清掃業

者（法第２条第９号に規定する浄化槽清掃業

者をいう。以下同じ。）に委託している場合

は、当該浄化槽管理者及び当該浄化槽清掃業

者）にその旨を通知しなければならない。 

３ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検

の委託を受けた浄化槽の浄化槽管理者に対

し、当該浄化槽について当該浄化槽管理者に

法第７条第１項又は第１１条第１項に規定す

る水質に関する検査を受ける義務があること

を説明するよう努めなければならない。 

４ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にそ

の職務を行わせるときは当該浄化槽管理士に

浄化槽管理士であることを証する書類等を携

帯させ、自ら浄化槽管理士としてその職務を

行うときは当該書類等を携帯しなければなら

ない。この場合において、関係者の請求があ

るときは、当該浄化槽管理士又は浄化槽保守

点検業者は、当該書類等を提示しなければな

らない。 

５ 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるとこ

ろにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検

の業務に関する講習を受けさせ、又は浄化槽

管理士として自ら当該講習を受けなければな

らない。 

（業務の実施） 

第１１条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保

守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に

行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその

資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、

若しくは実地に監督しなければならない。 

２ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検

を行った場合において当該浄化槽の清掃が必

要であると認められたときは、速やかに、当

該浄化槽の管理者又はその者が当該浄化槽の

清掃を法第１０条第３項の規定により委託し

ている浄化槽清掃業者にその旨を通知しなけ

ればならない。 

 

 

 

３ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検

の委託を受けた浄化槽の管理者に対し、当該

浄化槽について法の定めるところにより水質

に関する検査を受ける義務がその者にあるこ

とを説明するよう努めなければならない。 

 

４ 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、

浄化槽管理士であることを証する書類等を携

帯し、関係者の請求があるときは、これを提

示しなければならない。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３２号 所 管 生活衛生課 

件 名 尼崎市食品衛生に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）の制定により、食

品衛生法が改正され、食品の製造・加工、調理、販売等を行う事業者が実施すべき公

衆衛生上必要な措置の基準について、令和２年６月１日からは、ＨＡＣＣＰに沿った

衛生管理を行うことが義務付けられることとなった。 

一方、新基準への移行期間を確保するための措置として、施行日から１年間は、従

前の基準の適用を続けることとされたため、これらを踏まえ、本条例にて規定する公

衆衛生上講ずべき措置の基準等について、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  根拠法の改正 

条例第４条に規定する公衆衛生上講ずべき措置の基準の根拠法について、「食品

衛生法」から、「食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）

第１条の規定による改正前の法」に改める。 

  その他の文言整備 

  食品衛生法の改正により、同法から引用している添加物等の定義に該当する部分

の条番号が変更されるため、引用条項のずれに伴う整備等を行う。 

 

３ 施行期日 

  令和２年６月１日 
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尼崎市食品衛生に関する条例 

改正後 現 行 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、

政令及び食品衛生法施行規則（昭和２３年厚

生省令第２３号。以下「省令」という。）本

則における用語の意義による。 

（公衆衛生上講ずべき措置の基準） 

第４条 食品衛生法等の一部を改正する法律

（平成３０年法律第４６号）第１条の規定に

よる改正前の法第５０条第２項の条例で定め

る必要な基準は、次に掲げる区分に応じ、当

該号に定める表のとおりとする。 

（添加物の製造等の届出） 

第９条 営業者は、省令別表第１に掲げる添加

物若しくは法第１３条第１項の規定により規

格が定められている添加物又はこれらを含む

製剤（以下この条において「添加物等」とい

う。）の製造又は加工（以下「製造等」とい

う。）を開始したときは、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を市長に届け出なければな

らない。添加物等の製造等の品目を追加し、

若しくは内容を変更し、又は製造等を廃止し

たときも、同様とする。 

 

別表第１ 

  

4 使用

す る 水

の管理 

  施設で使用する水（食品等の

製造、加工若しくは調理又は食

品に直接接触する機械器具類若

しくは従事者の手指の洗浄に使

用するものに限る。以下同じ。）

は、飲用に適する水（食品、添

加物等の規格基準（昭和 34 年厚

生省告示第 370 号）に定める飲

用適の水をいう。以下同じ。）

であること。ただし、法第 13条

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、

政令及び食品衛生法施行規則（昭和２３年厚

生省令第２３号。以下「省令」という。）に

おける用語の意義による。 

（公衆衛生上講ずべき措置の基準） 

第４条 法第５０条第２項の条例で定める必要

な基準は、次に掲げる区分に応じ、当該号に

定める表のとおりとする。 

 

 

（添加物の製造等の届出） 

第９条 営業者は、省令別表第１に掲げる添加

物若しくは法第１１条第１項の規定により規

格が定められている添加物又はこれらを含む

製剤（以下この条において「添加物等」とい

う。）の製造又は加工（以下「製造等」とい

う。）を開始したときは、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を市長に届け出なければな

らない。添加物等の製造等の品目を追加し、

若しくは内容を変更し、又は製造等を廃止し

たときも、同様とする。 

 

別表第１ 

  

4 使用

す る 水

の管理 

  施設で使用する水（食品等の

製造、加工若しくは調理又は食

品に直接接触する機械器具類若

しくは従事者の手指の洗浄に使

用するものに限る。以下同じ。）

は、飲用に適する水（食品、添

加物等の規格基準（昭和 34 年厚

生省告示第 370 号）に定める飲

用適の水をいう。以下同じ。）

であること。ただし、法第 11条
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第 1 項の規定により施設で使用

する水の基準（以下「使用水基

準」という。）が定められてい

る場合において、使用水基準に

適合した水を使用するときは、

この限りでない。 

 ～  略 

  

 

別表第２ 

  

6 食品

等 の 取

扱い 

 ～  略 

  法第13条第1項の規定により

その成分の規格が定められてい

る食品又は添加物を製造し、又

は加工する場合は、定期的に当

該食品又は添加物の規格の適合

の検査を行い、当該検査の結果

が記録された成績書を1年間保

存すること。 

 ・  略  

  法第13条第1項の規定により

その使用の基準が定められてい

る添加物（以下「使用基準が定

められている添加物」という。）

を使用するときは、これを正確

に計量し、適正に使用すること。 

 ～  略  

  

 

第 1 項の規定により施設で使用

する水の基準（以下「使用水基

準」という。）が定められてい

る場合において、使用水基準に

適合した水を使用するときは、

この限りでない。 

 ～  略 

  

 

別表第２ 

  

6 食品

等 の 取

扱い 

 ～  略  

  法第11条第1項の規定により

その成分の規格が定められてい

る食品又は添加物を製造し、又

は加工する場合は、定期的に当

該食品又は添加物の規格の適合

の検査を行い、当該検査の結果

が記録された成績書を1年間保

存すること。 

 ・  略  

  法第11条第1項の規定により

その使用の基準が定められてい

る添加物（以下「使用基準が定

められている添加物」という。）

を使用するときは、これを正確

に計量し、適正に使用すること。 

 ～  略  
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（議案説明資料） 

 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３３号 所 管 生活衛生課 

件 名 尼崎市動物愛護管理員の設置に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第３９

号）の制定により、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、中核市に対して、

条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行うための「動物愛

護管理員」等の職名を有する職員を置くことが義務付けられるため、本条例を制定す

るもの。 

 

２ 制定内容 

本市における動物の愛護及び管理に関する事務に従事させるため、本市に動物愛護

管理員を置く。 

 

３ 施行期日 

令和２年６月１日 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３４号 所 管 児童課 

件 名 
尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条

例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

放課後児童支援員（児童ホーム指導員）については、放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）に従い、保育士資格又

は教員免許を有する者等で、県又は政令指定都市が実施する放課後児童支援員認定資

格研修を修了していることを義務付けるとともに、令和２年３月３１日までの経過措

置として、当該研修の修了者にその修了予定者を含むこととしている。 

その中で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律（令和元年法律第２６号）の制定により、児童福祉法が改正さ

れ、国が示す放課後児童支援員の要件に係る基準について、現在の「従うべき基準」

から「参酌すべき基準」に改められることから、本市における児童ホーム運営を円滑

に行うための措置として、当該研修の修了期限に係る規定の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

放課後児童支援員認定資格研修の修了期限について、「規則で定める日までに当該

研修を修了することを予定しているもの」とする。 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 
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尼崎市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定める条例 

改正後 現 行 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基

準） 

第５条 法第３４条の８の２第１項の条例で定

める基準は、次項から第９項までに規定する

もののほか、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６３号。以下この条及び付則第２項に

おいて「省令」という。）に定める基準（省令

第５条第４項、第６条及び第２１条に規定す

る基準を除く。以下この条において「設備運

営基準」という。）（設備運営基準の特例とし

て定められている基準がある場合には、その

基準を含む。）のとおりとする。この場合にお

いて、省令第１０条第３項中「修了したもの」

とあるのは、「修了したもの又は規則で定める

日までに当該研修を修了することを予定して

いるもの」とする。 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基

準） 

第５条 法第３４条の８の２第１項の条例で定

める基準は、次項から第９項までに規定する

もののほか、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６３号。以下この条及び付則第２項に

おいて「省令」という。）に定める基準（省令

第５条第４項、第６条及び第２１条に規定す

る基準を除く。以下この条において「設備運

営基準」という。）（設備運営基準の特例とし

て定められている基準がある場合には、その

基準を含む。）のとおりとする。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３５号 所 管 経済活性課 

件 名 尼崎市立城内地区自動車駐車場の設置及び管理に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 

平成３１年３月２９日に一般公開となった尼崎城については、これまでも市内外よ

り、多くの方が来城されており、今後の更なる交流人口の増加に向けた取組を進めて

いるところである。加えて、令和２年１０月には尼崎市立歴史博物館の開館が予定さ

れており、今後は更に多くの方が城内地区へ訪れることが見込まれる。 

そのため、城内地区における駐車場の確保及び道路交通の円滑化を図る観点より、

尼崎市立城内地区自動車駐車場を設置するための条例を制定するもの。 

 

２ 主な制定内容 

  設置目的（第２条） 

城内地区における駐車場の確保及び地域の道路交通の円滑化を図るため、尼崎市

立城内地区自動車駐車場を設置する。 

  位置（第３条） 

尼崎市南城内１０番地の２ 

  駐車の対象となる車両等（第４条・第６条） 

普通自動車、小型自動車及び軽自動車 

※ 普通自動車のうち、長さが５ｍ、幅が２ｍ又は高さが２．５ｍを超えるもの（以

下「大型自動車」という。）については、事前に市長の許可を受けることを義務

付ける。 

  料金の額（第８条・別表） 

区分 料金の額（１回につき） 

大型自動車以外 
３０分につき２００円 

※駐車当日における上限額は１，２００円 

大型自動車 
６０分につき１，０００円 

※上限額設定なし 

  

３ 施行期日 

  令和２年１０月１０日 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３６号 所 管 地方卸売市場 

件 名 尼崎市公設地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律（平成３０年法律第

６２号）の制定により、卸売市場法が改正され、地方卸売市場の開設について、都道

府県知事による許可制度から認定制度への見直しが行われるとともに、これまで法規

定により定められていた公正な取引の場としてのルールについて、新たに国が策定し

た基本方針に基づき市場ごとに業務規程を定めることが必要となることから、当該基

本方針の内容に従い、本条例にて尼崎市公設地方卸売市場における売買取引の業務等

に係る規定の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

  地方卸売市場の開設に係る認定のための規定の追加 

兵庫県知事の認定を得るにあたり、国が定めた基本方針に従い、市場における差

別的取扱いの禁止や卸売予定数量の公表等の義務規定を設けるとともに、卸売業者

の事業実施に係る市長の承認の要件として、売買取引条件、売買取引結果の公表及

び市長への事業報告書の提出等を定める。 

   市場の活性化及び業務の効率化に係る整備 

ア 現在、法の規定に基づき、原則禁止としている第三者販売及び場外買付につい

て、当該法規定の削除を受け、取引参加者での協議によりその実施を可能とする。 

イ 今後の新規事業者の入場促進及び販売環境への柔軟な対応の観点から、卸売業

者及び仲卸業者の上限数を撤廃するとともに、取扱品目に係る条例規定を削除す

る。   

ウ 卸売業者の廃業又は撤退のリスクに備え、卸売業者の代行業務について、他の

卸売業者に加えて、市長が指定する者に行わせることとする。 

エ 年末年始における休場日を他の卸売市場と合わせて、１２月３１日から１月４

日までとするとともに、物品の品質管理の方法について、現在の市場独自の管理

方法から食品衛生法に即した管理方法に改める。 

  オ 売買取引の決済に係る規定について、法による一律の規制が削除されたことか

ら、取引参加者の間で決定できることとする。 

 

３ 施行期日 

 令和２年６月２１日 
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尼崎市公設地方卸売市場業務条例 

改正後 現 行 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条の２） 

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者（第７条―第１４条） 

第２節 仲卸業者（第１５条―第２０条） 

第３節 売買参加者（第２１条―第２３条） 

第４節 その他の事業者（第２４条―第２

７条） 

第３章 売買取引及び決済の方法（第２８条

―第３９条） 

第４章 市場における品質管理（第４０条） 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、卸売市場法（昭和４６年

法律第３５号。以下「法」という。）の規定

に基づき、尼崎市公設地方卸売市場（以下「市

場」という。）における業務の運営、施設の

管理等について必要な事項を定めることによ

り、市場の適正かつ健全な運営を確保すると

ともに、生鮮食料品等の取引の適正化並びに

その生産及び流通の円滑化を図り、もって市

民等の消費生活の安定に資することを目的と

する。 

 

（定義） 

第２条  

（削る） 

 

 

 

  略 

  卸売業者 卸売の業務を行う者で第７条

第１項の承認を受けたものをいう。 

（削る） 

 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者（第７条―第１０条） 

第２節 仲卸業者（第１１条―第１７条） 

第３節 売買参加者（第１８条―第２０条） 

第４節 その他の事業者（第２１条―第２

４条） 

第３章 売買取引及び決済の方法（第２５条

―第３９条） 

第４章 卸売等の業務に関する品質管理（第

４０条） 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、卸売市場法（昭和４６年

法律第３５号。以下「法」という。）及び卸

売市場条例（昭和４７年兵庫県条例第１８号。

以下「県条例」という。）の規定に基づき、

尼崎市公設地方卸売市場（以下「市場」とい

う。）における業務の運営、施設の管理等に

ついて必要な事項を定めることにより、市場

の適正かつ健全な運営を確保するとともに、

生鮮食料品等の取引の適正化並びにその生産

及び流通の円滑化を図り、もって市民等の消

費生活の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条  

  取扱品目の部類 県条例第８条第１号に

掲げる青果部（以下「青果部」という。）

及び同条第２号に掲げる水産物部（以下「水

産物部」という。）をいう。 

  略 

 

 

  卸売業者 法第５８条第１項の規定によ

り兵庫県知事の許可を受けて市場において

卸売の業務を行う者をいう。 
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  略 

  仲卸業者 仲卸しの業務を行う者で第１

５条第１項の承認を受けたものをいう。 

 

  売買参加者 市場内に店舗を設けず市場

においてせりに参加する者で第２１条第１

項の承認を受けたものをいう。 

  略 

（位置） 

第３条 市場の位置は、尼崎市潮江４丁目４番

１号とする。 

 

 

 

（取扱品目） 

第４条 市場の取扱品目は、規則で定める生鮮

食料品等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開場の期日） 

第５条 市場は、次の各号に掲げる日（以下「休

場日」という。）を除き、毎日、開場するも

のとする。 

 

 

 

   日曜日（１月５日及び１２月２７日から

同月３０日までの日を除く。） 

   国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日 

   １２月３１日から翌年の１月４日まで 

（開場の時間） 

  略 

  仲卸業者 仲卸しの業務を行う者で、こ

の条例の規定により市長の承認を受けた者

をいう。 

  売買参加者 市場内に店舗を設けずせり

に参加する者で、この条例の規定により市

長の承認を受けた者をいう。 

  略 

（市場の位置及び面積） 

第３条 市場の位置及び面積は、次表のとおり

とする。 

位置 面積 

尼崎市潮江4丁目4番1

号 

63,202平方メートル 

（取扱品目） 

第４条 市場の取扱品目は、次に掲げる取扱品

目の部類の区分に応じ、当該号に定めるとお

りとする。 

  青果部 野菜、果実及びこれらの加工品

その他規則で定める食料品 

  水産物部 生鮮水産物及びその加工品そ

の他規則で定める食料品 

２ 取扱品目のうち、取扱品目の部類のいずれ

に該当するか疑義のあるものについては、そ

の都度、市長が決定する。 

（開場の期日） 

第５条 市場は、日曜日（１月５日が日曜日と

なる場合を除く。）、国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日及び１月２日から同月４日まで（以下「休

場日」という。）を除き、毎日、開場するも

のとする。 

 

 

 

 

 

（開場の時間等） 
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第６条  

（削る） 

 

（市場の業務の基本原則） 

第６条の２ 市長は、市場の業務の運営に関し、

卸売業者、仲卸業者その他の市場において売

買取引を行う者（以下「取引参加者」という。）

に対して、不当に差別的な取扱いをしてはな

らない。 

（卸売の業務の承認） 

第７条 卸売の業務を行おうとする者は、市長

の承認を受けなければならない。 

 

 

 

２ 前項の承認は、規則で定める取扱品目の部

類（以下「取扱品目の部類」という。）ごとに

行う。 

３ 第１項の承認を受けようとする者は、承認

申請書を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、当該申請を行った者が次の各号

のいずれかに該当するときその他市長が市場

の管理上支障があると認めるときは、第１項

の承認をしないことができる。 

  法人でない者 

  法の規定により罰金の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から起算して３年を経過

しない者 

  その役員（業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者で

あるかを問わず、法人に対し業務を執行す

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ず

る者と同等以上の支配力を有するものと認

められる者を含む。以下同じ。）のうちに次

のいずれかに該当する者がある者 

第６条  

２ 卸売の業務における販売開始時刻及び販売

終了時刻は、市長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

（卸売業者の数） 

第７条 卸売業者の数は、次に掲げる取扱品目

の部類の区分に応じ、当該号に定めるとおり

とする。 

  青果部 １ 

  水産物部 １ 
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 ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得

ない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規

定により罰金の刑に処せられ、その執行を

終わり、又はその執行を受けることがなく

なった日から起算して３年を経過しない者 

  尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎

市条例第１３号。以下「暴力団排除条例」

という。）第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）又は同条第４号

に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力

団密接関係者」という。） 

  その他規則で定める者 

（卸売業者の保証金の預託等） 

第８条 卸売業者は、前条第１項の承認を受け

た日から起算して１月以内に、保証金を市に

預託しなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、第１項の保

証金について必要な事項は、規則で規定する。 

（卸売の業務の承認の取消し） 

第９条 市長は、卸売業者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、第７条第１項の承認を

取り消すことができる。 

  第７条第４項第２号から第４号までのい

ずれかに該当することとなったとき。 

  正当な理由なく当該承認の通知を受けた

日から起算して１月以内に前条第１項の保

証金を預託せず、又は卸売の業務を開始し

ないとき。 

  その他規則で定める場合 

（卸売業者の事業の譲渡し等） 

第１０条 卸売業者が事業（卸売の業務に係る

ものに限る。）の譲渡しをする場合において、

当該譲渡しについて市長の承認を受けたとき

は、その譲受人は、当該卸売業者に係る卸売

業者としての地位を承継する。 

２ 卸売業者が合併する場合（当該卸売業者と

卸売業者でない法人とが合併して当該卸売業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（卸売業者の保証金の預託等） 

第８条 卸売業者は、卸売の業務の許可を受け

た日から起算して１月以内に、保証金を市長

に預託しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、第１項の保証

金について必要な事項は、規則で定める。 
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者が存続する場合を除く。）又は分割する場合

（卸売の業務を承継させる場合に限る。）にお

いて、その合併又は分割について市長の承認

を受けたときは、当該合併後存続する法人若

しくは当該合併により設立された法人又は当

該分割により当該卸売の業務を承継した法人

は、当該卸売業者に係る卸売業者としての地

位を承継する。 

３ 前２項の承認を受けようとする者は、承認

申請書を市長に提出しなければならない。 

４ 第７条第４項の規定は、第１項又は第２項

の承認について準用する。この場合において、

必要な技術的読替えは、規則で定める。 

（卸売業者の届出） 

第１１条 卸売業者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、規則で定めるところにより、

その旨を市長に届け出なければならない。 

  卸売の業務を開始し、休止し、又は再開

しようとするとき。 

  卸売の業務を廃止しようとするとき。 

  名称若しくは主たる事務所の所在地又は

その代表者の氏名を変更したとき。 

  その他規則で定める場合 

２ 卸売業者が破産手続開始の決定により解散

したときは、当該卸売業者の破産管財人は、

規則で定めるところにより、その旨を市長に

届け出なければならない。 

（卸売業者の事業報告書の提出等） 

第１２条 卸売業者は、毎事業年度終了後、規

則で定めるところにより、その事業年度にお

ける卸売の業務に係る事業報告書を作成し、

これを市長に提出しなければならない。 

２ 卸売業者は、前項の規定により提出した同

項の事業報告書（規則で定める事項が記載さ

れた部分に限る。）について閲覧の申出があっ

たときは、規則で定める正当な理由がある場

合を除き、規則で定めるところにより、これ

を閲覧させなければならない。 
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（せり人の登録） 

第１３条 卸売業者が市場において行う卸売の

せり人（以下「せり人」という。）は、その

者について当該卸売業者が市長の登録を受け

ている者でなければならない。 

（削る） 

 

（削る） 

 

２ 前項の登録は、取扱品目の部類ごとに行う。 

 

３ 第１項の登録を受けようとする卸売業者

は、登録申請書を市長に提出しなければなら

ない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、当該申請に係る卸売業者のせり

人が次の各号のいずれかに該当するときその

他市長が市場の管理上支障があると認めると

きは、第１項の登録をしないことができる。 

 

 

  第７条第４項第３号ア又はイに掲げる者 

   暴力団排除条例第２条第３号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団密接関係者 

  仲卸業者若しくは売買参加者又はこれら

の者の役員若しくは使用人 

  その他規則で定める者 

５ 市長は、第１項の登録を行ったときは、速

やかに、その旨を第３項の規定による申請を

行った者に通知するとともに、当該登録に係

るせり人に対し、せり人登録証及びせり人記

章を交付するものとする。 

（削る） 

 

 

 

 

（せり人の資格及び登録） 

第９条 卸売業者が市場において行う卸売のせ

り人（以下「せり人」という。）は、次に掲

げる要件のすべてを満たす者でなければなら

ない。 

  県条例第１８条第２項の規定による兵庫

県知事への届出を行っていること。 

  当該せり人について、卸売業者が市長の

登録を受けていること。 

２ 前項第２号の登録は、取扱品目の部類ごと

に行う。 

３ 第１項第２号の登録を受けようとする卸売

業者は、登録申請書を市長に提出しなければ

ならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、当該申請に係る卸売業者及びせ

り人が所定の要件を満たしていると認めると

きは、同項の登録申請書を受理した日から起

算して１月以内に、次の各号に掲げる事項を

せり人登録簿に記載して、登録を行うものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 市長は、前項の登録を行ったときは、速や

かに、その旨を申請者に通知するとともに、

登録したせり人に対し、せり人登録証及びせ

り人記章を交付するものとする。 

 

６ 市長は、第３項の規定による申請があった

場合において、当該申請に係る卸売業者又は

せり人が所定の要件を満たしていないと認め

るときは、速やかに、その旨を当該申請者に

通知するものとする。 
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（せり人の登録の取消し等） 

第１４条 市長は、せり人が次のいずれかに該

当するときは、前条第１項の登録を取り消す

ことができる。 

  前条第４項第１号から第３号までのいず

れかに該当することとなったとき。 

  卸売業者が当該登録の取消しを申請した

とき。 

  その他規則で定める場合 

２ 前項の規定による登録の取消しを受けたせ

り人は、速やかに、その保有するせり人登録

証及びせり人記章を市長に返還しなければな

らない。 

（削る） 

 

 

 

 

 

（仲卸しの業務の承認） 

第１５条  

４ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、当該申請を行った者が次の各号

のいずれかに該当するときその他市長が市場

の管理上支障があると認めるときは、第１項

の承認をしないことができる。 

 

 

 

 

  第７条第４項第３号ア又はイに掲げる者 

  法人であって、その役員のうちに第７条

第４項第３号ア又はイのいずれかに該当す

る者があるもの 

 

 

 

  暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者

（せり人の登録の取消し等） 

第１０条 市長は、せり人が次のいずれかに該

当するときは、せり人の登録を取り消すもの

とする。 

  せりを遂行するに足りる能力を有しなく

なったと認められるとき。 

  卸売業者が当該せり人に係る登録の取消

しを申請したとき。 

 

２ 前項の規定により登録の取消しを受けたせ

り人は、速やかに、せり人登録証及びせり人

記章を市長に返還しなければならない。 

 

（仲卸業者の数の最高限度） 

第１１条 仲卸業者の数の最高限度は、次に掲

げる取扱品目の部類の区分に応じ、当該号に

定めるとおりとする。 

  青果部 ６４ 

  水産物部 ６０ 

（仲卸業務の承認） 

第１２条  

４ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、第１項の承認をすることにより

仲卸業者の数が前条に規定する最高限度を超

えることとなるとき又は当該申請を行った者

が次の各号のいずれかに該当するときは、同

項の承認をしないものとする。当該申請を行

った者が法人である場合において、当該法人

の業務を執行する役員の１人以上が第１号又

は第２号に該当するときも、同様とする。 

  破産者で復権を得ないもの 

  禁錮
こ

以上の刑に処せられた者又は法令

（条例を含む。）の規定に違反して罰金の

刑に処せられた者で、その刑の執行を終わ

り、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から起算して３年を経過しないも

の 
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（以下「暴力団等」という。） 

  略 

（仲卸業者の保証金の預託等） 

第１６条 仲卸業者は、前条第１項の承認を受

けた日から起算して１月以内に、保証金を市

に預託しなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、第１項の保

証金について必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 

（仲卸しの業務の承認の取消し） 

第１７条 市長は、仲卸業者が次のいずれかに

該当するときは、第１５条第１項の承認を取

り消すことができる。 

  第１５条第４項第１号から第３号までの

いずれかに該当することとなったとき。 

 

 

 

 

  正当な理由なく当該承認の通知を受けた

日から起算して１月以内に前条第１項の保

証金を預託せず、又は仲卸しの業務を開始

しないとき。 

  その他規則で定める場合 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仲卸業者の事業の譲渡し等） 

第１８条 仲卸業者が事業（仲卸しの業務に係

るものに限る。）の譲渡しをする場合におい

 

  略 

（仲卸業者の保証金の預託等） 

第１３条 仲卸業者は、前条第１項の承認を受

けた日から起算して１月以内に、保証金を市

長に預託しなければならない。 

３ 第８条第３項の規定は、第１項の保証金に

ついて準用する。この場合において、同条第

３項中「前２項」とあるのは「第１３条第１

項及び第２項」と、「第１項」とあるのは「同

条第１項」と読み替えるものとする。 

（仲卸業務の承認の取消し） 

第１４条 市長は、仲卸業者が次のいずれかに

該当するときは、第１２条第１項の承認を取

り消すものとする。 

  第１２条第４項第１号又は第２号に該当

することとなったとき（当該仲卸業者が法

人である場合において、当該法人の業務を

執行する役員の１人以上が同項第１号又は

第２号に該当することとなったときを含

む。）。 

  仲卸しの業務を適確に遂行するに足りる

資力信用を有しなくなったと認められると

き。 

 

 

２ 市長は、第４７条第１項の規定により同項

第２号に掲げる処分を行うほか、仲卸業者が

次のいずれかに該当するときは、第１２条第

１項の承認を取り消すことができる。 

  正当な理由がないのに、第１２条第１項

の承認の通知を受けた日から起算して１月

以内に前条第１項の保証金を預託せず、又

は仲卸しの業務を開始しないとき。 

  その他規則で定める場合 

（仲卸業者の事業の譲渡し等） 

第１５条 仲卸業者が事業（市場における仲卸

しの業務に係るものに限る。）の譲渡しをす
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て、当該譲渡しについて市長の承認を受けた

ときは、その譲受人は、当該仲卸業者に係る

仲卸業者としての地位を承継する。 

２ 法人である仲卸業者（以下「法人仲卸業者」

という。）が合併する場合（当該法人仲卸業

者と仲卸業者でない法人とが合併して当該法

人仲卸業者が存続する場合を除く。）又は分

割する場合（仲卸しの業務を承継させる場合

に限る。）において、その合併又は分割につ

いて市長の承認を受けたときは、当該合併後

存続する法人若しくは当該合併により設立さ

れた法人又は当該分割により当該仲卸しの業

務を承継した法人は、当該法人仲卸業者に係

る仲卸業者としての地位を承継する。 

３ 仲卸業者が死亡した場合において、その相

続人（当該相続人が２人以上ある場合におい

て、その協議により当該仲卸業者の仲卸しの

業務を承継すべき相続人を定めたときは、そ

の者。以下この条において同じ。）がその仲

卸しの業務を引き続き営もうとするときは、

当該仲卸業者の死亡の日から起算して２月以

内に、市長の承認を受けなければならない。

この場合において、当該承認を受けた者は、

当該仲卸業者に係る仲卸業者としての地位を

承継する。 

（削る） 

 

 

 

 

 

５ 仲卸業者の相続人が第３項の承認に係る前

項の規定による申請を行った場合において

は、当該仲卸業者の死亡の日から当該承認に

係る通知を受ける日までの間は、当該相続人

は当該仲卸業者に係る仲卸業者としての地位

を承継したものとみなす。 

６ 第１５条第４項の規定は、第１項から第３

る場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し

及び譲受けについて市長の承認を受けたとき

は、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。 

２ 仲卸業者である法人の合併の場合（仲卸業

者である法人と仲卸業者でない法人が合併し

て仲卸業者である法人が存続する場合を除

く。）又は分割の場合（市場における仲卸し

の業務を承継させる場合に限る。）において、

当該合併又は分割について市長の承認を受け

たときは、合併後存続する法人若しくは合併

により設立された法人又は分割により当該仲

卸しの業務を承継した法人（以下「承継法人

等」という。）は、仲卸業者の地位を承継す

る。 

３ 仲卸業者が死亡した場合において、相続人

（相続人が２人以上ある場合において、その

協議により当該仲卸業者の市場における仲卸

しの業務を承継すべき相続人を定めたとき

は、その者。以下この節において同じ。）が

その仲卸しの業務を引き続き営もうとすると

きは、被相続人の死亡の日から起算して２月

以内に、市長の承認を受けなければならない。

この場合において、当該承認を受けた者は、

仲卸業者の地位を承継する。 

 

５ 市長は、第２項の承認（分割の承認に限る。

以下この項において同じ。）に係る前項の規

定による申請があった場合において、第２項

の承認をすることにより仲卸業者の数が第１

１条に規定する最高限度を超えることとなる

ときは、同項の承認をしないものとする。 

６ 相続人が第３項の承認に係る第４項の規定

による申請をした場合においては、被相続人

の死亡の日から第３項の承認をする旨又はし

ない旨の通知を受ける日までの間は、被相続

人に対してした第１２条第１項の承認は、そ

の相続人に対してしたものとみなす。 
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項までの承認について準用する。この場合に

おいて、必要な技術的読替えは、規則で定め

る。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仲卸業者の届出） 

第１９条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに

 

 

 

７ 第１２条第４項の規定は、第１項の承認に

ついて準用する。この場合において、同条第

４項中「前項」とあるのは「第１５条第４項」

と、「第１項」とあるのは「同条第１項」と、

「仲卸業者の数が前条に規定する最高限度を

超えることとなるとき又は当該申請を行った

者」とあるのは「当該申請に係る同項の譲受

人」と、「当該申請を行った者」とあるのは

「当該譲受人」と読み替えるものとする。 

８ 第１２条第４項の規定は、第２項の承認に

ついて準用する。この場合において、同条第

４項中「前項」とあるのは「第１５条第４項」

と、「第１項」とあるのは「同条第２項」と、

「仲卸業者の数が前条に規定する最高限度を

超えることとなるとき又は当該申請を行った

者」とあるのは「当該申請に係る承継法人等」

と、「当該申請を行った者」とあるのは「当

該承継法人等」と読み替えるものとする。 

９ 第１２条第４項の規定は、第３項の承認に

ついて準用する。この場合において、同条第

４項中「前項」とあるのは「第１５条第４項」

と、「第１項」とあるのは「同条第３項」と、

「仲卸業者の数が前条に規定する最高限度を

超えることとなるとき又は当該申請を行った

者が次の各号のいずれかに該当するときは、

同項の承認をしないものとする。当該申請を

行った者が法人である場合において、当該法

人の業務を執行する役員の１人以上が第１号

又は第２号に該当するときも、同様とする」

とあるのは「当該申請に係る同項の相続人が

次の各号のいずれかに該当するときは、同項

の承認をしないものとする」と読み替えるも

のとする。 

（仲卸業者の届出） 

第１６条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに
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該当するときは、規則で定めるところにより、

その旨を市長に届け出なければならない。 

  仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再

開しようとするとき。 

  氏名又は住所（法人にあっては、名称若

しくは主たる事務所の所在地又はその代表

者の氏名）を変更したとき。 

２ 仲卸業者が次のいずれかに該当するとき

は、当該号に定める者は、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

  死亡したとき その相続人 

  破産手続開始の決定により解散したとき 

その破産管財人 

（仲卸業者の事業報告書の提出） 

第２０条 仲卸業者は、毎事業年度終了後、規

則で定めるところにより、その事業年度にお

ける仲卸しの業務に係る事業報告書を作成

し、これを市長に提出しなければならない。 

（削る） 

 

 

 

 

 

（売買参加者の承認） 

第２１条 

４ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、当該申請を行った者が次の各号

のいずれかに該当するときその他市長が市場

の管理上支障があると認めるときは、第１項

の承認をしないことができる。 

 

 

  第７条第４項第３号アに掲げる者 

 

  法人であって、その役員のうちに第７条

第４項第３号アに該当する者があるもの 

該当するときは、遅滞なく、その旨を、市長

に書面により届け出なければならない。 

  仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再

開したとき。 

  氏名又は名称を変更したとき。 

 

 

２ 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは、

当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞な

く、その旨を、市長に書面により届け出なけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仲卸業者の事業報告書の提出） 

第１７条 仲卸業者は、毎年１２月３１日（仲

卸業者が法人である場合にあっては、毎事業

年度の末日）現在において作成した事業報告

書を、その日から起算して３月を経過する日

までに市長に提出しなければならない。 

（売買参加者の承認） 

第１８条 

４ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、当該申請を行った者が次の各号

のいずれかに該当するときは、第１項の承認

をしないものとする。当該申請を行った者が

法人である場合において、当該法人の業務を

執行する役員の１人以上が第１号に該当する

ときも、同様とする。 

  第１２条第４項第１号に掲げる者 

 

  卸売の相手方として業務を適確に遂行す

るに足りる知識及び経験並びに資力信用を
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  暴力団等 

  略 

（売買参加者の承認の取消し） 

第２２条 市長は、売買参加者が次のいずれか

に該当するときは、前条第１項の承認を取り

消すことができる。 

 

  前条第４項第１号から第３号までのいず

れかに該当することとなったとき。 

 

 

 

（削る） 

 

 

  略 

（売買参加者の届出） 

第２３条 売買参加者は、次の各号のいずれか

に該当するときは、規則で定めるところによ

り、その旨を市長に届け出なければならない。 

  卸売業者から卸売を受けることをやめよ

うとするとき。 

  氏名又は住所（法人にあっては、名称若

しくは主たる事務所の所在地又はその代表

者の氏名）を変更したとき。 

  その他規則で定める場合 

２ 第１９条第２項の規定は、売買参加者につ

いて準用する。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

有していないと認められる者 

 

  略 

（売買参加者の承認の取消し） 

第１９条 市長は、第４７条第１項の規定によ

り同項第３号に掲げる処分を行うほか、売買

参加者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、前条第１項の承認を取り消すものとする。 

  第１２条第４項第１号に該当することと

なったとき（当該売買参加者が法人である

場合において、当該法人の業務を執行する

役員の１人以上が同号に該当することとな

ったときを含む。）。 

  卸売の相手方として業務を適確に遂行す

るに足りる資力信用を有しなくなったと認

められるとき。 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（売買参加者の届出） 

第２０条 売買参加者は、卸売業者から卸売を

受けることを廃止しようとするときその他規

則で定める場合には、遅滞なく、その旨を、

市長に書面により届け出なければならない。 

２ 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、

当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞

なく、その旨を、市長に書面により届け出な

ければならない。 
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（指定事業者及び関連事業者の承認） 

第２４条 市長は、市場における業務の適正か

つ健全な運営を確保するため必要があると認

めるときは、市場の機能の充実を図り、又は

出荷者、売買参加者、買出人（市場内の仲卸

業者等から販売を受ける者をいう。）その他

の市場の利用者等に便益を提供するため、次

の各号に掲げる者に対し、市場内の店舗その

他の施設において業務を営むことを承認する

ことができる。 

（削る） 

 

２ 前項の規定による承認を受けようとする者

は、承認申請書を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 市長は、指定事業又は第１種関連事業を営

むことについて前項の規定による申請があっ

た場合において、当該申請を行った者が次の

いずれかに該当するときその他市長が市場の

管理上支障があると認めるときは、第１項の

規定による承認をしないことができる。 

 

 

 

  第１５条第４項第１号から第３号までに

掲げる者 

（削る） 

（削る） 

 

 

  略 

４ 市長は、第２種関連事業を営むことについ

て第２項の規定による申請があった場合にお

いて、当該申請を行った者が次のいずれかに

該当するときその他市長が市場の管理上支障

があると認めるときは、第１項の規定による

承認をしないことができる。 

  暴力団等 

（指定事業者及び関連事業者の許可） 

第２１条 市長は、市場における業務の適正か

つ健全な運営を確保するため必要があると認

めるときは、市場の機能の充実を図り、又は

出荷者、売買参加者、買出人（市場内の仲卸

業者等から販売を受ける者をいう。）その他

の市場の利用者等に便益を提供するため、次

の各号に掲げる者に対し、市場内の店舗その

他の施設において業務を営むことを許可する

ことができる。 

２ 前項の規定による許可を受けて業務を営む

者の数は、規則で定める。 

３ 第１項の規定による許可を受けようとする

者は、許可申請書を市長に提出しなければな

らない。 

４ 市長は、指定事業又は第１種関連事業を営

むことについて前項の規定による申請があっ

た場合において、当該申請を行った者が次の

各号のいずれかに該当するときは、第１項の

規定による許可をしないものとする。当該申

請を行った者が法人である場合において、当

該法人の業務を執行する役員の１人以上が第

１号又は第２号に該当するときも、同様とす

る。 

  第１２条第４項第１号に掲げる者 

 

  第１２条第４項第２号に掲げる者 

  業務を適確に遂行するに足りる知識及び

経験並びに資力信用を有していないと認め

られる者 

  略 

５ 市長は、第２種関連事業を営むことについ

て第３項の規定による申請があった場合にお

いて、当該申請を行った者が業務を適確に遂

行するに足りる能力又は資力信用を有してい

ないと認めるときは、第１項の規定による許

可をしないものとする。 
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  その他規則で定める者 

５ 市長は、指定事業、第１種関連事業又は第

２種関連事業の適正な運営を確保するため必

要があると認めるときは、第１項の規定によ

る指定事業の承認（以下「指定事業承認」と

いう。）を受けた者（以下「指定事業者」とい

う。）又は同項の規定による第１種関連事業

若しくは第２種関連事業の承認を受けた者

（以下「関連事業者」という。）に対し、そ

の業務について必要な指示等をすることがで

きる。 

（指定事業者及び関連事業者の保証金の預託

等） 

第２５条 指定事業者及び関連事業者は、前条

第１項の規定による承認を受けた日から起算

して１月以内に、保証金を市に預託しなけれ

ばならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、第１項の保

証金について必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 

（指定事業者及び関連事業者の承認の取消し） 

第２６条 市長は、指定事業者又は第２４条第

１項の規定による第１種関連事業の承認（以

下「第１種関連事業承認」という。）を受けた

者が次の各号のいずれかに該当するときは、

指定事業承認又は第１種関連事業承認を取り

消すことができる。 

  第２４条第３項第１号に該当することと

なったとき。 

 

 

 

 

  正当な理由なく当該指定事業者承認又は

第１種関連事業承認の通知を受けた日から

起算して１月以内に前条第１項の保証金を

 

６ 市長は、指定事業、第１種関連事業又は第

２種関連事業の適正な運営を確保するため必

要があると認めるときは、指定事業の許可を

受けた者（以下「指定事業者」という。）又

は第１種関連事業若しくは第２種関連事業の

許可を受けた者（以下「関連事業者」という。）

に対し、その業務について必要な指示等をす

ることができる。 

 

 

（指定事業者及び関連事業者の保証金の預託

等） 

第２２条 指定事業者及び関連事業者は、指定

事業又は第１種関連事業若しくは第２種関連

事業の許可を受けた日から起算して１月以内

に、保証金を市長に預託しなければならない。 

３ 第８条第３項の規定は、第１項の保証金に

ついて準用する。この場合において、同条第

３項中「前２項」とあるのは「第２２条第１

項及び第２項」と、「第１項」とあるのは「同

条第１項」と読み替えるものとする。 

（指定事業者及び関連事業者の許可の取消し） 

第２３条 市長は、指定事業者又は関連事業者

のうち第１種関連事業の許可を受けたもの

（以下この項において「指定事業者等」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当するとき

は、第２１条第１項の規定による許可を取り

消すものとする。 

  第１２条第４項第１号又は第２号に該当

することとなったとき（当該指定事業者等

が法人である場合において、当該法人の業

務を執行する役員の１人以上が同項第１号

又は第２号に該当することとなったときを

含む。）。 

  業務を適確に遂行するに足りる資力信用

を有しなくなったと認められるとき。 
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預託せず、又はその業務を開始しないとき。 

２ 市長は、第２４条第１項の規定による第２

種関連事業の承認を受けた者が次のいずれか

に該当するときは、当該承認を取り消すこと

ができる。 

 

  第２４条第４項第１号又は前項第２号に

該当することとなったとき。 

  その他規則で定める場合 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定事業者及び関連事業者への準用） 

第２７条 第１８条（第６項を除く。）から第

２０条までの規定は指定事業者について、第

１９条の規定は関連事業者について、それぞ

れ準用する。この場合において、必要な技術

的読替えは、規則で定める。 

２ 第１５条第４項の規定は、前項において読

み替えて準用する第１８条第１項から第３項

までの承認について準用する。この場合にお

いて、必要な技術的読替えは、規則で定める。 

（売買取引の原則） 

第２８条 

２ 取引参加者は、市場における取引の秩序を

乱し、又は市場の適正かつ健全な運営を阻害

する行為を行ってはならない。 

（売買取引の方法等） 

第２９条  

  近郷軟弱野菜卸売場で卸売をする近郷軟

弱野菜 せり売又は入札の方法 

 

２ 市長は、関連事業者のうち第２種関連事業

の許可を受けたものが業務を適確に遂行する

に足りる能力又は資力信用を有しなくなった

と認めるときは、第２１条第１項の規定によ

る許可を取り消すものとする。 

 

 

 

３ 市長は、第４７条第１項の規定により同項

第４号に掲げる処分を行うほか、指定事業者

又は関連事業者が次のいずれかに該当すると

きは、第２１条第１項の規定による許可を取

り消すことができる。 

  正当な理由がないのに、第２１条第１項

の規定による許可を受けた日から起算して

１月以内に前条第１項の保証金を預託せ

ず、又はその業務を開始しないとき。 

  その他規則で定める場合 

（指定事業者及び関連事業者への準用） 

第２４条 第１５条から第１７条までの規定

は、指定事業者について準用する。 

 

 

 

２ 第１６条の規定は、関連事業者について準

用する。 

 

 

（売買取引の原則） 

第２５条 

 

 

 

（売買取引の方法等） 

第２６条  

  近郷軟弱野菜卸売場で卸売をする近郷軟

弱野菜及びまぐろ類 せり売又は入札の方
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５ 前項に規定するもののほか、市長は、規則

で規定する事由に該当するときには、卸売業

者、仲卸業者又は売買参加者に対し、売買取

引を差し止めることができる。 

（卸売の業務における差別的取扱いの禁止） 

第３０条 卸売業者は、卸売の業務においては、

出荷者及び仲卸業者、売買参加者その他の買

受人に対して、不当に差別的な取扱いをして

はならない。 

（卸売の業務の規制等） 

第３１条 卸売業者は、卸売の業務においては、

仲卸業者及び売買参加者以外の者に対し、せ

り売又は入札の方法による卸売をしてはなら

ない。 

２ 卸売業者は、卸売の業務について、仲卸業

者及び売買参加者以外の者に対する相対取引

による卸売（以下「場外者等に対する卸売」

という。）をしようとするときは、仲卸業者又

は売買参加者に対する卸売により生じた残品

の卸売をする場合を除き、あらかじめ、仲卸

業者又は売買参加者と協議しなければならな

い。 

３ 卸売業者は、前項の規定による協議又は場

外者等に対する卸売を行ったときは、規則で

定めるところにより、その旨を市長に報告し

なければならない。 

（卸売の業務以外の販売の承認） 

第３２条 卸売業者は、第７条第１項の承認に

係る取扱品目の部類に属する物品の卸売その

他の販売をしようとするときは、当該承認に

係る卸売の業務として卸売をする場合を除

き、あらかじめ、市長の承認を受けなければ

ならない。当該承認を受けた事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、当該申請に係る販売が市場にお

ける取引の秩序を乱し、又は卸売の業務の適

法 

５ 前項に定めるもののほか、市長は、規則で

定める事由に該当するときには、卸売業者、

仲卸業者又は売買参加者に対し、売買取引を

差し止めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（卸売業者の業務の規制） 

第２７条 卸売業者は、卸売の業務の許可に係

る取扱品目の部類に属する物品の卸売その他

の販売をしようとするときは、当該許可に係

る卸売の業務として卸売をする場合を除き、

あらかじめ市長の承認を受けなければならな

い。当該承認を受けた事項を変更しようとす

るときも、同様とする。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場

合において、当該申請に係る販売が市場にお

ける卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害
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正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると

認めるときは、第１項の承認をしないことが

できる。 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するおそれがあると認めるときは、第１項の

承認をしないものとする。 

 

（差別的取扱いの禁止） 

第２８条 卸売業者は、市場における卸売の業

務においては、出荷者又は仲卸業者若しくは

売買参加者に対して、不当に差別的な取扱い

をしてはならない。 

（卸売の相手方の制限） 

第２９条 卸売業者は、市場における卸売の業

務については、仲卸業者及び売買参加者以外

の者に対して卸売をしてはならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合で、市場

における取引の秩序を乱すおそれがなく、か

つ、仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当

に制限することとならないときは、この限り

でない。 

  市場における入荷量が著しく多いか、又

は市場に出荷された物品が仲卸業者及び売

買参加者にとって品目若しくは品質が特殊

であるため残品を生ずるおそれがある場合 

  仲卸業者及び売買参加者に対して卸売を

した後残品を生じた場合 

  他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情

等からみて、卸売業者からの卸売の方法以

外の方法によっては当該卸売市場に出荷さ

れることが著しく困難である生鮮食料品等

を、当該卸売市場において卸売の業務を行

う者に対して卸売をする場合 

  卸売業者が他の卸売市場において卸売の

業務を行う者との間においてあらかじめ締

結した集荷の共同化その他の卸売の業務の

連携に関する契約（当該契約において卸売

の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の

上限、卸売の実施期間（１月以上のものに

限る。）及び入荷量が著しく減少した場合

の措置が定められているものに限る。以下

「連携契約」という。）に基づき、卸売を
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第３３条 略 

（仲卸しの業務の規制等） 

第３４条 仲卸業者は、市場においては、第１

５条第１項の承認に係る取扱品目の部類に属

する物品（以下この条及び次条において「承

認物品」という。）について販売の委託の引

受けをしてはならない。 

２ 仲卸業者は、卸売業者以外の者からの承認

物品の買入れ及びその販売（以下「場外者等

からの買入れ等」という。）をしようとすると

きは、卸売業者から卸売がされなかった承認

物品を買い入れて販売する場合を除き、あら

かじめ、卸売業者と協議しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

する場合 

  卸売業者が卸売市場法施行規則（昭和４

６年農林省令第５２号）第２４条第６号に

規定する農林漁業者等（以下「農林漁業者

等」という。）及び同号に規定する食品製

造業者等（以下「食品製造業者等」という。）

との間においてあらかじめ締結した新商品

の開発に必要な国内産の農林水産物の供給

に関する契約（当該契約において卸売の対

象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限

及び卸売の実施期間（１月以上１年未満の

ものに限る。）が定められているものに限

る。）に基づき、卸売業者が当該食品製造

業者等に対して卸売をする場合 

２ 卸売業者は、前項ただし書の規定により仲

卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売

を行ったときは、遅滞なく、その旨を、市長

に書面により報告しなければならない。 

第３０条 略 

（仲卸業者の業務の規制等） 

第３１条 仲卸業者は、市場においては、第１

２条第１項の承認に係る取扱品目の部類に属

する物品（以下この条及び次条において「承

認物品」という。）について販売の委託の引

受けをしてはならない。 

２ 仲卸業者は、市場においては、承認物品を

卸売業者以外の者から買い入れて販売しては

ならない。ただし、承認物品で卸売業者から

買い入れることが困難なものを当該卸売業者

以外の者から買い入れて販売しようとする場

合であって、次の各号のいずれかに該当する

ときは、この限りでない。 

  市場における取引の秩序を乱すおそれが

ない場合 

  連携契約に基づき、仲卸業者が他の卸売

市場において卸売の業務を行う者が卸売を

する生鮮食料品等を買い入れる場合であっ

て、当該連携契約に係る卸売業者が第２９
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３ 第３１条第３項の規定は、仲卸業者が前項

の規定による協議又は場外者等からの買入れ

等を行った場合について準用する。 

（仲卸しの業務以外の販売の承認等） 

第３５条 仲卸業者は、承認物品を販売しよう

とするときは、第１５条第１項の承認に係る

仲卸しの業務として行う場合を除き、あらか

じめ、市長の承認を受けなければならない。

当該承認を受けた事項を変更しようとすると

きも、同様とする。 

２ 第３２条第２項及び第３項の規定は、前項

の承認について準用する。この場合において、

同条第２項中「前項」とあるのは「第３５条

第１項」と、「卸売業者」とあるのは「仲卸

業者」と、同条第３項中「前項」とあるのは

「第３５条第２項において読み替えて準用す

る前項」と、「卸売」とあるのは「仲卸し」

と、「第１項」とあるのは「第３２条第１項」

と読み替えるものとする。 

４ 前項の規定により施設を設置した仲卸業者

は、規則で定めるところにより、その旨を市

長に報告しなければならない。 

（卸売予定数量等の報告） 

第３６条 卸売業者は、毎開場日において、次

の各号に掲げる物品でその日に卸売をするも

のについて、規則で定めるところにより、主

要な品目ごとのその卸売の予定数量及びその

条第１項第４号に該当する場合 

  仲卸業者が農林漁業者等及び食品製造業

者等との間においてあらかじめ締結した新

たな国内産の農林水産物の供給による需要

の開拓に関する契約（当該契約において買

入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数

量の上限及び買入れの実施期間（１月以上

１年未満のものに限る。）が定められてい

るものに限る。）に基づき、仲卸業者が当

該農林漁業者等から生鮮食料品等を買い入

れる場合 

３ 仲卸業者は、前項ただし書の規定により販

売を行ったときは、遅滞なく、その旨を、市

長に書面により報告しなければならない。 

（仲卸業務以外の販売の承認等） 

第３２条 仲卸業者は、承認物品を販売しよう

とするときは、第１２条第１項の承認に係る

仲卸しの業務として行う場合を除き、あらか

じめ市長の承認を受けなければならない。当

該承認を受けた事項を変更しようとするとき

も、同様とする。 

２ 第２７条第２項及び第３項の規定は、前項

の承認について準用する。この場合において、

同条第２項中「前項」とあるのは「第３２条

第１項」と、「卸売業者」とあるのは「仲卸

業者」と、同条第３項中「卸売」とあるのは

「仲卸し」と、「第１項」とあるのは「第３

２条第１項」と読み替えるものとする。 

 

 

４ 前項の規定により施設を設置した仲卸業者

は、遅滞なく、その旨を、市長に書面により

報告しなければならない。 

（卸売予定数量等の報告） 

第３３条 卸売業者は、毎開場日において、次

の各号に掲げる物品でその日に卸売をするも

のについて、品目ごとの当該卸売の予定数量

及びその主要な産地を、当該卸売の業務にお
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主要な産地を市長に報告しなければならな

い。 

  せり売又は入札の方法による卸売をする

物品 

  相対取引による卸売をする物品（次号に

掲げる物品を除く。） 

  仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売

をする物品 

２ 卸売業者は、毎開場日の販売終了後、次の

各号に掲げる物品でその日に卸売をしたもの

について、規則で定めるところにより、主要

な品目ごとのその卸売の数量、その主要な産

地及びその卸売価格を市長に報告しなければ

ならない。 

 

  せり売又は入札の方法による卸売をした

物品 

  相対取引による卸売をした物品（次号に

掲げる物品を除く。） 

  仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売

をした物品 

３ 卸売業者は、規則で定めるところにより、

前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売を

した物品の数量及び卸売金額（せり売若しく

は入札又は相対取引に係る価格にその消費税

及び地方消費税に相当する額を加えて得た額

をいう。以下同じ。）その他市長が別に定め

る事項を市長に報告しなければならない。 

（卸売予定数量等の公表） 

第３７条 市長は、卸売業者から前条第１項の

規定による報告を受けたときは、速やかに、

主要な品目ごとのその卸売の予定数量及びそ

の主要な産地をインターネットの利用その他

の適切な方法により公表するものとする。 

 

２ 市長は、卸売業者から前条第２項の規定に

よる報告を受けたときは、速やかに、売買取

引の方法及び主要な品目ごとのその卸売の数

ける販売開始時刻までに市長に書面により報

告しなければならない。 

  せり売又は入札の方法により卸売をする

物品 

  相対取引により卸売をする物品（次号に

掲げる物品を除く。） 

  第２９条第１項ただし書の規定により卸

売をする物品 

２ 卸売業者は、毎開場日の販売終了後、速や

かに、次の各号に掲げる物品でその日に卸売

をしたものについて、品目ごとの当該卸売の

数量、その主要な産地並びに高値、中値及び

安値に区分した卸売価格を、規則で定めると

ころにより、市長に書面により報告しなけれ

ばならない。 

  せり売又は入札の方法により卸売をした

物品 

  相対取引により卸売をした物品（次号に

掲げる物品を除く。） 

  第２９条第１項ただし書の規定により卸

売をした物品 

３ 卸売業者は、前月中に卸売をした物品の市

況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額

（せり売若しくは入札又は相対取引に係る価

格に１００分の１０８を乗じて得た額をい

う。以下同じ。）を、速やかに、市長に書面

により報告しなければならない。 

 

（卸売予定数量等の公表） 

第３４条 市長は、卸売業者から前条第１項の

規定による報告を受けたときは、速やかに、

主要な品目ごとの当該卸売の予定数量及びそ

の主要な産地並びに前開場日に卸売がなされ

た主要な品目ごとの当該卸売の数量及びその

卸売価格を市場内に掲示するものとする。 

２ 市長は、卸売業者から前条第２項の規定に

よる報告を受けたときは、速やかに、売買取

引の方法及び主要な品目ごとの当該卸売の数
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量、その主要な産地及びその卸売価格をイン

ターネットの利用その他の適切な方法により

公表するものとする。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量、その主要な産地並びに高値、中値及び安

値に区分した卸売価格を公表するものとす

る。 

（売買仕切書及び売買仕切金の送付） 

第３５条 卸売業者は、受託物品の卸売をした

ときは、委託者に対し、次の各号に掲げる事

項及び額を記載した書面（以下「売買仕切書」

という。）並びに第５号に掲げる額の金銭（以

下「売買仕切金」という。）を、その卸売を

した日の翌日（次項に規定する特約が締結さ

れている場合にあっては、当該特約において

定められた期日）までに送付しなければなら

ない。 

  当該卸売をした物品の品目、等級、単価

（せり売若しくは入札の方法又は相対取引

に係る価格をいう。以下この条において同

じ。）及び数量並びに当該各品目の単価に

それぞれの数量を乗じて得た額の合計額

（以下「卸売代金合計額」という。）（当

該委託者の責めに帰すべき理由により次条

ただし書の規定による卸売代金の変更をし

た物品（以下「卸売代金変更物品」という。）

にあっては、当該変更に係る品目、等級、

単価及び数量並びに当該各品目の単価にそ

れぞれの数量を乗じて得た額の合計額（以

下「卸売代金変更物品合計額」という。）） 

  卸売代金合計額（卸売代金変更物品にあ

っては、卸売代金変更物品合計額。以下同

じ。）の１００分の８に相当する額 

  控除すべき第３７条第１項に規定する委

託手数料の額 

  当該卸売に係る費用のうち委託者の負担

となる費用の項目及び額（消費税及び地方

消費税の額を含む。） 

  卸売代金合計額と第２号に掲げる額との

合計額から前２号に掲げる額を控除した額 

２ 卸売業者は、売買仕切書及び売買仕切金の

送付について委託者との間で特約を締結した
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（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（決済の方法等） 

第３８条 市場における売買取引の決済は、取

ときは、当該特約の内容等を記載した書面を

備え付け、市長が求めたときは、速やかに、

その写しを提出しなければならない。 

（卸売代金の変更の禁止） 

第３６条 卸売業者は、卸売代金の変更をして

はならない。ただし、市長が正当な理由があ

ると認めるときは、この限りでない。 

（委託手数料の額等） 

第３７条 卸売業者が市場における卸売のため

の販売の委託の引受けについてその委託者か

ら収受する委託手数料の額は、卸売金額に、

次の各号に掲げる取扱品目の区分ごとに卸売

業者が定める料率（以下「委託手数料率」と

いう。）を乗じて得た額とする。 

  野菜及びその加工品その他規則で定める

食料品 

  果実及びその加工品その他規則で定める

食料品 

  生鮮水産物及びその加工品その他規則で

定める食料品 

２ 卸売業者は、委託手数料率を定めようとす

るときは、その旨を、市長に書面により届け

出なければならない。委託手数料率を変更し

ようとするときも、同様とする。 

３ 卸売業者は、その卸売場及び主たる事務所

内における掲示その他の方法により、委託手

数料率を委託者その他の関係者に周知しなけ

ればならない。 

４ 市長は、委託手数料率が生鮮食料品等の適

正な取引又はその円滑な生産若しくは流通を

阻害すると認めるときは、卸売業者に対し、

当該委託手数料率の変更を命ずることができ

る。 

５ 市長は、必要があると認めるときは、卸売

業者に対し、委託手数料率に関し必要な報告

又は資料の提出を求めることができる。 

（卸売業者の諸支出金） 

第３８条 卸売業者は、出荷者に対し、売買仕
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引参加者の間で決定した支払方法により、取

引参加者の間で決定した支払期日までに行わ

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（売買取引の条件等の公表） 

第３９条 卸売業者は、規則で定めるところに

より、その取扱品目その他売買取引の条件を

インターネットの利用その他の適切な方法に

より公表しなければならない。 

 

 

 

 

２ 卸売業者は、規則で定めるところにより、

主要な品目ごとのその卸売の数量、その卸売

価格その他の規則で定める事項をインターネ

ットの利用その他の適切な方法により公表し

なければならない。 

第４章 市場における品質管理 

（物品の品質管理の方法） 

第４０条 取引参加者は、市場において取り扱

われる物品について、食品衛生法（昭和２２

年法律第２３３号）その他関係法令に適合す

るよう、適切に品質管理を行わなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

切金を前渡し、売買仕切金の支払を担保する

保証金を差し入れ、又は出荷を誘引するため

に資金を貸し付けることができる。 

２ 卸売業者は、市場における取扱品目の安定

的供給の確保を図るため、出荷者に対し、出

荷奨励金を交付することができる。 

３ 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨

励するため、仲卸業者又は売買参加者に対し、

完納奨励金を交付することができる。 

４ 卸売業者は、前各項の規定により金員を支

出したときは、遅滞なく、その旨を、市長に

書面により報告しなければならない。 

（買受代金の即時支払義務） 

第３９条 仲卸業者又は売買参加者は、卸売業

者から買い受けた物品の引渡しを受ける際

（卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間

で当該物品の代金の支払を猶予する旨の特約

を締結した場合にあっては、その特約におい

て定められた期日までに）、当該卸売業者に

対し、当該物品の代金（消費税及び地方消費

税の額を含む。）を支払わなければならない。 

２ 卸売業者は、前項に規定する特約を締結し

たときは、当該特約の内容等を記載した書面

を備え付け、市長が求めたときは、速やかに

その写しを提出しなければならない。 

 

第４章 卸売等の業務に関する品質管理 

（物品の品質管理の方法） 

第４０条 卸売業者は、規則で定めるところに

より、卸売の業務に係る物品の品質管理に関

する事項として次の各号に掲げる事項を定

め、その内容を、市長に書面により届け出な

ければならない。当該内容を変更したときも、

同様とする。 

  卸売の業務に係る施設（以下この章にお

いて「卸売施設」という。）ごとの取扱品

目 

  卸売施設ごとの品質管理の責任者の設置
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（市場施設の使用の指定等） 

第４１条  

４ 第２項の規定による許可を受けた者は、当

該許可を受けた日から起算して１月以内に、

次条第１項に規定する使用料の月額の３月分

に相当する金額を保証金として市に預託しな

ければならない。ただし、公共的な目的のた

めに使用することにつき市長の承認を受けた

者については、この限りでない。 

及びその責務に関する事項 

  卸売施設ごとの設定温度その他の温度管

理に関する事項 

  物品の品質管理の高度化を図るために必

要な事項 

  その他規則で定める事項 

２ 卸売業者は、卸売の業務を行うに当たり、

前項の規定により定めた同項各号に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

３ 卸売業者は、卸売施設ごとに、第１項の規

定により定めた取扱品目、設定温度（温度管

理機能を有する卸売施設に限る。）及び品質

管理の責任者の氏名を当該卸売施設の見やす

い場所に掲示しなければならない。 

４ 仲卸業者は、規則で定めるところにより、

仲卸しの業務に係る施設（以下この章におい

て「仲卸施設」という。）ごとに、仲卸しの

業務に係る物品の品質管理の責任者を定め、

その旨を、市長に書面により届け出なければ

ならない。当該責任者を変更したときも、同

様とする。 

５ 仲卸業者は、仲卸施設ごとに、前項の規定

により定めた品質管理の責任者の氏名を当該

仲卸施設の見やすい場所に掲示しなければな

らない。 

６ 仲卸業者、売買参加者、指定事業者及び関

連事業者は、物品を取り扱うに当たり、市長

が別に定める基準に従い、適切に物品の品質

を管理するよう努めなければならない。 

（市場施設の使用の指定等） 

第４１条  

４ 第２項の規定による許可を受けた者は、当

該許可を受けた日から起算して１月以内に、

次条第１項に規定する使用料の月額の３月分

に相当する金額を保証金として市長に預託し

なければならない。ただし、公共的な目的の

ために使用することにつき市長の承認を受け

た者については、この限りでない。 
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５ 前項に規定するもののほか、同項の保証金

について必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 

（市場施設の返還等） 

第４４条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又

は業務に係る承認等の取消しその他の理由に

より市場施設を使用する権原が消滅したとき

は、当該使用者の相続人、清算人若しくは破

産管財人又は当該使用者（以下「相続人等」

という。）は、市長が指定する期間内に当該

市場施設を返還しなければならない。 

２ 相続人等は、前項の規定により市場施設を

返還する場合においては、当該市場施設を原

状に回復し、又はこれに要する費用を市に支

払わなければならない。ただし、当該市場施

設を原状に回復しないでもこれを有効かつ合

理的に使用することができると市長が認めた

ときは、この限りでない。 

（監督処分） 

第４７条 市長は、卸売業者、仲卸業者、売買

参加者、指定事業者又は関連事業者（以下「卸

売業者等」という。）がこの条例若しくはこ

の条例に基づく規則の規定又はこれらの規定

に基づく処分に違反した場合には、当該卸売

業者等に対し、その行為の中止若しくは変更

その他その違反を是正するために必要な措置

を講ずべきことを命じ、若しくは５０，００

０円以下の過料を科し、又は次の各号に掲げ

る卸売業者等の区分に応じ、当該各号に掲げ

る処分を命ずることができる。 

  卸売業者 第７条第１項の承認の取消し

又は６月以内の卸売の業務の全部若しくは

一部の停止 

  仲卸業者 第１５条第１項の承認の取消

し又は６月以内の仲卸しの業務の全部若し

くは一部の停止 

５ 第８条第３項の規定は、前項の保証金につ

いて準用する。この場合において、同条第３

項中「前２項」とあるのは「第４１条第４項」

と、「第１項」とあるのは「同項」と読み替

えるものとする。 

（市場施設の返還等） 

第４４条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又

は業務に係る許可等の取消しその他の理由に

より市場施設を使用する権原が消滅したとき

は、相続人、清算人、本人又は代理人（以下

「相続人等」という。）は、市長の指定する

期間内に当該市場施設を返還しなければなら

ない。 

２ 相続人等は、前項の規定により市場施設を

返還する場合においては、当該市場施設を原

状に回復し、又はこれに要する費用を市長に

支払わなければならない。ただし、当該市場

施設を原状に回復しないでもこれを有効かつ

合理的に使用することができると市長が認め

たときは、この限りでない。 

（監督処分） 

第４７条 市長は、卸売業者、仲卸業者、売買

参加者、指定事業者又は関連事業者（以下「卸

売業者等」という。）がこの条例若しくはこ

の条例に基づく規則の規定又はこれらの規定

に基づく処分に違反した場合には、これらの

者に対し、当該行為の中止、変更その他違反

を是正するため必要な措置を講ずべきことを

命じ、若しくは１００，０００円以下の過料

を科し、又は次の各号に掲げる卸売業者等の

区分に応じ、当該各号に掲げる処分を命ずる

ことができる。 

  卸売業者 ６月以内の卸売業務の全部又

は一部の停止 

 

  仲卸業者 第１２条第１項の承認の取消

し又は６月以内の仲卸業務の全部若しくは

一部の停止 
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  売買参加者 第２１条第１項の承認の取

消し又は６月以内の市場への入場の停止 

  指定事業者又は関連事業者 第２４条第

１項の規定による承認の取消し又は６月以

内の業務の全部若しくは一部の停止 

２ 前項に規定するもののほか、卸売業者等に

ついて、法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、この条例若しくはこの

条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に

基づく処分に違反する行為をしたときは、当

該卸売業者等に対してその行為者の６月以内

の市場への入場の停止又はその業務への関与

の禁止を命ずることができる。 

（卸売の業務の代行） 

第４９条 市長は、卸売業者が第７条第１項の

承認の取消しその他の処分を受け、又はその

他の理由でその卸売の業務の全部若しくは一

部を行うことができなくなった場合には、当

該卸売業者（卸売業者であった者を含む。）

に対しその行うことができなくなった卸売の

業務に係る卸売のための販売の委託又はその

申込みのあった生鮮食料品等について、他の

卸売業者又は市長が指定する者（以下これら

を「卸売代行業者」という。）にその卸売の業

務を行わせるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により卸売の業務を行

わせるべき卸売代行業者がいないとき又は同

項の規定により卸売の業務を他の卸売業者に

行わせることが不適当であると認めるとき

は、自らその卸売の業務を行うものとする。 

（市場の秩序の保持等） 

第５２条 取引参加者その他市場に入場する者

は（以下「取引参加者等」という。）、市場

の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為

をしてはならない。 

２ 市長は、市場の秩序を保持し、又は公共の

利益を保護するため必要があると認めるとき

  売買参加者 第１８条第１項の承認の取

消し又は６月以内の市場への入場の停止 

  指定事業者又は関連事業者 第２１条第

１項の規定による許可の取消し又は６月以

内の業務の全部若しくは一部の停止 

２ 卸売業者等について、法人の代表者又は法

人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

員が、その法人又は人の業務に関し、この条

例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は

これらの規定に基づく処分に違反する行為を

したときは、その行為者に対して６月以内の

市場への入場の停止を命ずるほか、当該卸売

業者等に対して前項の規定を適用する。 

 

（卸売の業務の代行） 

第４９条 市長は、卸売業者が卸売の業務の許

可の取消しその他の処分を受け、又はその他

の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行

うことができなくなった場合には、当該卸売

業者（卸売業者であった者を含む。）に対し

その行うことができなくなった卸売の業務に

係る卸売のための販売の委託又はその申込み

のあった生鮮食料品等について、他の卸売業

者にその卸売の業務を行わせるものとする。 

 

 

２ 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売

業者がいないとき又は当該卸売の業務を他の

卸売業者に行わせることが不適当であると認

めるときは、自ら当該卸売の業務を行うもの

とする。 

（市場の秩序の保持等） 

第５２条 市場に入場する者は、市場の秩序を

乱し、又は公共の利益を害する行為をしては

ならない。 

 

２ 市長は、市場の秩序を保持し、又は公共の

利益を保護するため必要があると認めるとき
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は、取引参加者等に対し、市場における売買

取引、市場への入場の禁止その他必要な措置

を講ずることができる。 

３ 卸売業者、仲卸業者、指定事業者及び関連

事業者がそれぞれこの条例の規定により承認

を受けた業務を行う場合並びに第４１条第２

項の規定による許可を受けた者が営業行為を

行う場合のほか、市場内においては、物品の

販売その他の営業行為をしてはならない。 

 

（環境の保持） 

第５３条 取引参加者等は、市場の清潔な環境

の保持に努めなければならない。 

２ 市長は、市場の清潔な環境を保持するため

必要があると認めるときは、取引参加者等に

対し、市場への入場の禁止その他必要な措置

を講ずることができる。 

は、市場に入場する者に対し、入場の禁止そ

の他必要な措置を講ずることができる。 

 

３ 卸売業者、仲卸業者、指定事業者及び関連

事業者がそれぞれ法又はこの条例の規定によ

り許可又は承認を受けた業務を行う場合並び

に第４１条第２項の規定による許可を受けた

者が営業行為を行う場合のほか、市場内にお

いては、物品の販売その他の営業行為をして

はならない。 

（環境の保持） 

第５３条 市場に入場する者は、市場の清潔な

環境の保持に努めなければならない。 

２ 市長は、市場の清潔な環境を保持するため

必要があると認めるときは、市場に入場する

者に対し、入場の禁止その他必要な措置を講

ずることができる。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３７号 所 管 施設建設担当 

件 名 尼崎市一般廃棄物処理施設整備等基金条例について 

内       容 

１ 制定理由 

  現在本市においては、老朽化した廃棄物処理施設の建替えに向け、次期焼却施設等

整備事業を進めているところであるが、当該整備事業は大規模な投資事業であり、そ

の実施にあたっては多額の一般財源負担が必要となることから、中長期的な視点で平

準化を図ることを目的に、地方自治法第２４１条の規定に基づく尼崎市一般廃棄物処

理施設整備等基金を設置するための条例を制定するもの。 

 

２ 主な制定内容 

  基金の額（第２条） 

基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

  管理（第３条） 

基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管することを義務付けるとともに、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代

えることができることとする。 

  処分（第６条） 

基金は、一般廃棄物処理施設の整備及び延命化のため、市長が必要があると認め

るときに限り、処分することができることとする。 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３８号 所 管 公営企業局企画管理課 

件 名 
地方公営企業法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない資

産の取得及び処分等に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）の制定による地方

自治法の改正に伴い、地方自治法における規定を準用している部分について、その条

番号が変更されるため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

職員の賠償責任の免除について、その賠償額が２０万円以上である場合は議会の同

意を要することとしている第２条の規定中、「地方自治法第２４３条の２」を「地方

自治法第２４３条の２の２」に改める。 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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地方公営企業法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない資産の取得及び処分等

に関する条例 

改正後 現 行 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第２条 法第３４条において読み替えて準用

する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の２第８項の規定により職

員の賠償責任の免除について議会の同意を

得なければならない場合は、当該賠償責任に

係る賠償額が２００，０００円以上である場

合とする。 

 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第２条 法第３４条において準用する地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条

の２第８項の規定により職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければなら

ない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が２

００，０００円以上である場合とする。 
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（議案説明資料） 

 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第３９号 所 管 
消費生活センター・計量担

当 

件 名 
尼崎市立消費生活センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

内       容 

１ 改正理由  

現在、委託により実施している消費生活相談業務について、令和２年度から市直営

での体制に見直すこととしている。 

その中で、近年増加している高齢者に対する特殊詐欺等への対応として、防犯事業

と密に連携を図るとともに、事業効果の向上及び事務の効率化を目指し、令和２年６

月に消費生活センター機能を本庁へ移すこととしており、その移転にあたって消費生

活センターの位置を変更するとともに、その位置付けを「公の施設」から「行政機関」

に変更するため、規定の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

  位置付け及び条例名称の変更 

消費生活センターの位置付けについて、消費者安全法第１０条第２項に規定する

機関として明記するとともに、条例の名称を「尼崎市消費生活センター条例」に改

める。 

  位置及び所管区域 

消費生活センターの位置を「尼崎市南武庫之荘３丁目３６番１号」から「尼崎市

東七松町１丁目２３番１号」に改めるとともに、本市の全域を所管区域とすること

を規定する。 

  所掌事項 

現在、公の施設として、消費者安全法に基づく事業を実施することを定めている

が、その位置付けの変更に伴い、当該規定を改め、新たに消費生活センターの所掌

事項として、消費者安全法に定める事務をつかさどることを規定する。 

  その他 

消費生活センターへの所長の配置及び消費生活相談員の人材確保等に係る規定

を追加する。 

 

３ 施行期日 

令和２年６月２９日 
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尼崎市立消費生活センターの設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（題名） 

尼崎市消費生活センター条例 

 

（削る） 

 

 

 

 

（設置） 

第１条 消費者安全法（平成２１年法律第５０

号。以下「法」という。）第１０条第２項の

機関として、尼崎市消費生活センター（以下

「センター」という。）を設置する。 

 

 

 

（位置及び所管区域） 

第２条 センターの位置及び所管区域は、次表

のとおりとする。 

位 置 所管区域 

尼崎市東七松町１丁目２３

番１号 

本市の全域 

 

（所掌事項） 

第３条 センターは、法第８条第２項各号に掲

げる事務（以下「消費者安全の確保等の事務」

という。）をつかさどる。 

 

 

 

 

 

（消費生活相談の事務を行う日及び時間） 

第４条 センターにおいて法第１０条の３第２

項に規定する消費生活相談の事務（以下「消

費生活相談の事務」という。）を行う日及び

（題名） 

尼崎市立消費生活センターの設置及び管理に関

する条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、尼崎市立消費生活センタ

ー（以下「センター」という。）の設置及び

管理について必要な事項を定めるものとす

る。 

（設置） 

第２条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、

もって市民の消費生活の安定及び向上に資す

るため、消費生活センター（消費者安全法（平

成２１年法律第５０号。以下「法」という。）

第１０条の２第１項第１号に規定する消費生

活センターをいう。以下同じ。）としてセン

ターを設置する。 

（位置） 

第３条 センターの位置は、尼崎市南武庫之荘

３丁目３６番１号とする。 

 

 

 

 

（事業） 

第４条 センターは、消費生活センターとして

の目的を達成するため、次の各号に掲げる事

業を行う。 

  消費生活に関する啓発活動に関するこ

と。 

  消費生活に関する相談及び苦情に関する

こと。 

  その他市長が必要と認める事業 

（消費生活相談の事務を行う日及び時間） 

第５条 センターにおいて法第１０条の３第２

項に規定する消費生活相談の事務を行う日及

び時間は、規則で定める。 
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時間は、規則で定める。 

（所長等の配置） 

第５条 センターに、所長その他の職員を置く。 

２ 消費生活相談の事務その他の消費者安全の

確保等の事務に従事させるため、センターに

法第１０条の３第１項に規定する消費生活相

談員（以下「消費生活相談員」という。）を

置く。 

（消費生活相談員の人材及び処遇の確保） 

第６条 市長は、消費生活相談員について、そ

の専門性に応じた適切な人材及び処遇の確保

に必要な措置を講ずるものとする。 

（センターの職員に対する研修） 

第７条 市長は、センターの職員に対し、その

資質の向上のための研修の機会を確保するも

のとする。 

（情報の安全管理） 

第８条 市長は、消費者安全の確保等の事務の

実施により得られた情報の漏えい、滅失又は

毀損の防止その他の当該情報の適切な管理の

ために必要な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行について必要な事項は、規則で定め

る。 

 

 

（消費生活相談員等の配置） 

第６条 法第８条第２項各号に掲げる事務（以

下「消費生活相談等の事務」という。）に従

事させるため、センターに法第１０条の３第

１項に規定する消費生活相談員その他の職員

を置く。 

 

 

 

 

 

（消費生活相談員等に対する研修） 

第７条 市長は、前条の消費生活相談員その他

の職員に対し、その資質の向上のための研修

の機会を確保するものとする。 

（情報の安全管理） 

第８条 市長は、消費生活相談等の事務の実施

により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損

の防止その他の当該情報の適切な管理のため

に必要な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、センタ

ーの管理について必要な事項は、規則で定め

る。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４０号 所 管 建築指導課 

件 名 尼崎市建築物等関係事務手数料条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由  

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元年

法律第４号）の施行により、容積率の特例を受けられるエネルギー消費性能向上計画

認定制度の対象に、複数の建築物の連携による取組が追加されたため、その対象とな

る複数建築物の認定申請等に係る手数料を新たに定めるもの。また、エネルギー消費

性能基準の適合認定申請について、従来よりも簡易な方式での手続きが認められるこ

ととなったほか、共同住宅においては共用部分を評価対象から除くことも可能となっ

たため、それらの手法による認定申請等に係る手数料を規定するもの。 

あわせて、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第１０

２号）の制定による引用条項のずれに伴う所要の整備を行うもの。 

２ 主な改正内容 

  エネルギー消費性能向上計画認定の対象拡大に伴う改正 

複数の建築物の連携によるエネルギー消費性能向上計画認定申請に係る審査手

数料について、建築物毎にその延床面積に応じて算出した額（現行の単一の建築物

による申請の場合と同様）を合算した額の手数料を徴収する。 

  エネルギー消費性能基準の適合認定に係る簡易方式の追加に伴う改正 

新たに導入される簡易方式による適合認定申請に係る審査手数料について、従来

の「仕様基準」に係る適合認定の場合と同額に設定する。 

  エネルギー消費性能基準の適合認定等の共用部分を除いた評価方法の追加 

共同住宅における共用部分を除いた場合の適合認定申請等に係る審査手数料に

ついて、当該共用部分を除いたうえで、従来の面積区分に応じた額を徴収する。 
 

【参考：共同住宅における審査手数料の例】 

延床面積 性能向上計画認定 適合認定（仕様基準による） 

300 ㎡未満 74,000 円 37,000 円 

300 ㎡以上 2,000 ㎡未満 126,000 円 66,000 円 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 222,000 円 126,000 円 

5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 310,000 円 181,000 円 

10,000㎡以上25,000㎡未満 604,000 円 328,000 円 

25,000㎡以上50,000㎡未満 1,045,000 円 533,000 円 

50,000 ㎡以上 1,923,000 円 940,000 円 

※ 専門機関による事前の省エネ審査を受けていない場合 

３ 施行期日 公布の日の翌日 
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尼崎市建築物等関係事務手数料条例 

改正後 現 行 

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 略 

 の２ 建築基準法第７条第４項又は第１８

条第１７項の規定に基づく建築物（建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成２７年法律第５３号。以下「建築物

省エネ法」という。）第１２条第１項に規

定する建築物エネルギー消費性能適合性判

定（以下「省エネ判定」という。）を受け

た部分を含むものに限る。）に関する完了

の検査 第４号又は前号に定める額に、省

エネ判定を受けた建築物の部分について、

次に掲げる床面積の合計の区分に応じそれ

ぞれアからオまでに定める額を加算して得

た額 

 

 (52) 租税特別措置法施行令（昭和３２年政

令第４３号）第２０条の２第１４項又は第

３８条の４第２３項に規定する要件に該当

する事業であることについての認定の申請

に対する審査 １件 ３１，０００円 

(54) 租税特別措置法施行令第２５条の４第

１７項に規定する事情があることについて

の認定の申請に対する審査 １件 ２４，

０００円 

(71)の２ 建築物省エネ法第１２条第１項又

は第１３条第２項の規定に基づく建築物省

エネ法第１２条第１項に規定する建築物エ

ネルギー消費性能確保計画（以下この号か

ら第７１号の５までにおいて「確保計画」

という。）に係る省エネ判定の申請に対す

る審査（次号に該当するものを除く。） 次

に掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに

定める額 

  ア 当該申請のあった省エネ判定が、当該

省エネ判定に係る確保計画に係る非住宅

（手数料を徴収する事務及び手数料の額） 

第２条 略 

 の２ 建築基準法第７条第４項又は第１８

条第１７項の規定に基づく建築物（建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成２７年法律第５３号。以下「建築物

省エネ法」という。）第１２条第１項に規

定する建築物エネルギー消費性能適合性判

定（以下この号、第７１号の２及び第７１

号の３において「省エネ判定」という。）

を受けた部分を含むものに限る。）に関す

る完了の検査 第４号又は前号に定める額

に、省エネ判定を受けた建築物の部分につ

いて、次に掲げる床面積の合計の区分に応

じそれぞれアからオまでに定める額を加算

して得た額 

(52) 租税特別措置法施行令（昭和３２年政

令第４３号）第２０条の２第１３項又は第

３８条の４第２２項に規定する要件に該当

する事業であることについての認定の申請

に対する審査 １件 ３１，０００円 

(54) 租税特別措置法施行令第２５条の４第

１６項に規定する事情があることについて

の認定の申請に対する審査 １件 ２４，

０００円 

(71)の２ 建築物省エネ法第１２条第１項又

は第１３条第２項の規定に基づく建築物省

エネ法第１２条第１項に規定する建築物エ

ネルギー消費性能確保計画（ア及びイ、次

号並びに第７１号の４ア及びイにおいて

「確保計画」という。）に係る省エネ判定

の申請に対する審査 次に掲げる区分に応

じ、それぞれア又はイに定める額 

 

ア 当該申請のあった省エネ判定が、当該

省エネ判定に係る確保計画に係る非住宅
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部分（建築物省エネ法第１１条第１項に

規定する非住宅部分をいう。以下この号

から第７８号までにおいて同じ。）の全

体について建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経済産業

省令・国土交通省令第１号。以下「消費

性能基準省令」という。）第１条第１項

第１号ロに掲げる基準（以下「モデル建

物法基準」という。）に適合するかどう

かを判定するものである場合 当該非住

宅部分の全体について、次に掲げる床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から

(ｵ)までに定める額 

 

 

 

 

 

 

(71)の２の２ 確保計画に係る省エネ判定の

申請（認定建築物エネルギー消費性能向上

計画（建築物省エネ法第３２条に規定する

認定建築物エネルギー消費性能向上計画を

いう。以下同じ。）に記載された他の建築

物（建築物省エネ法第２９条第３項に規定

する他の建築物をいう。以下この号から第

７６号までにおいて同じ。）に係るもので

申請書に規則で定める書面が添付されてい

るものに限る。以下この号において同じ。）

に対する審査 当該申請のあった省エネ判

定に係る確保計画に係る非住宅部分の全体

について、次に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれアからオまでに定める額 

ア ２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの １件 １０

３，０００円 

  イ ５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの １件 １

部分（建築物省エネ法第１１条第１項に

規定する非住宅部分をいう。以下この号、

次号ア及びイ、第７１号の４ア及びイ、

第７２号ア及びウ、第７３号ウ及びエ、

第７４号ウ、第７５号ウ及びエ、第７５

号の２イ、第７５号の３イ及びウ、第７

７号ウ並びに第７８号オ及びカにおいて

同じ。）の全体について建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省令・国土交通省令第１号。

第７３号ウ及び第７８号アにおいて「基

準省令」という。）第１条第１項第１号

ロに掲げる基準（次号ア、第７１号の４

ア及び第７８号オにおいて「モデル建物

法基準」という。）に適合するかどうか

を判定するものである場合 当該非住宅

部分の全体について、次に掲げる床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から

(ｵ)までに定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105



 

５１，０００円 

  ウ １０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの １件 

１９８，０００円 

  エ ２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの １件 

２３９，０００円 

  オ ５０，０００平方メートル以上のもの

１件 ３５２，０００円 

 (71)の３ 確保計画の変更（以下この号から

第７１号の５までにおいて「計画変更」と

いう。）があった場合における建築物省エ

ネ法第１２条第２項後段又は第１３条第３

項後段の規定に基づく当該計画変更後の確

保計画に係る省エネ判定の申請に対する審

査（次号に該当するものを除く。） 次に

掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定

める額 

 (71)の３の２ 計画変更があった場合におけ

る建築物省エネ法第１２条第２項後段又は

第１３条第３項後段の規定に基づく当該計

画変更後の確保計画に係る省エネ判定の申

請（認定建築物エネルギー消費性能向上計

画に記載された他の建築物に係るもので申

請書に規則で定める書面が添付されている

ものに限る。以下この号において同じ。）

に対する審査 当該申請のあった省エネ判

定に係る計画変更後の確保計画に係る非住

宅部分の計画変更に係る部分の全体につい

て、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

それぞれアからキまでに定める額 

  ア ３００平方メートル未満のもの １件 

１２，０００円 

  イ ３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの １件 ３５，０

００円 

  ウ ２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの １件 １０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(71)の３ 確保計画の変更（以下この号及び

次号において「計画変更」という。）があ

った場合における建築物省エネ法第１２条

第２項後段又は第１３条第３項後段の規定

に基づく当該計画変更後の確保計画に係る

省エネ判定の申請に対する審査 次に掲げ

る区分に応じ、それぞれア又はイに定める

額 
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３，０００円 

  エ ５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの １件 １

５１，０００円 

  オ １０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの １件 

１９８，０００円 

  カ ２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの １件 

２３９，０００円 

  キ ５０，０００平方メートル以上のもの 

１件 ３５２，０００円 

(71)の４ 計画変更があった場合における建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行規則（平成２８年国土交通省令第

５号。以下「建築物省エネ法施行規則」と

いう。）第１１条の規定に基づく当該計画

変更が建築物省エネ法施行規則第３条に規

定する軽微な変更に該当していることを証

する書面（以下この号及び次号において「軽

微変更該当証明書」という。）の交付の請

求（以下この号及び次号において「交付請

求」という。）に対する審査（次号に該当

するものを除く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれア又はイに定める額 

ア 当該交付請求のあった軽微変更該当証

明書が、当該軽微変更該当証明書に係る

計画変更後の確保計画に係る非住宅部分

の計画変更に係る部分の全体についてモ

デル建物法基準に適合していることを証

する書面である場合 当該非住宅部分の

計画変更に係る部分の全体について、第

７１号の３ア(ｱ)から(ｷ)までに掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ同号

ア(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

イ アに該当する場合以外の場合 当該交

付請求のあった軽微変更該当証明書に係

る計画変更後の確保計画に係る非住宅部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(71)の４ 計画変更があった場合における建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行規則（平成２８年国土交通省令第

５号。以下「建築物省エネ法施行規則」と

いう。）第１１条の規定に基づく当該計画

変更が建築物省エネ法施行規則第３条に規

定する軽微な変更に該当していることを証

する書面の交付の請求 次に掲げる区分に

応じ、それぞれア又はイに定める額 

 

 

 

 

ア 当該請求のあった書面が、当該書面に

係る計画変更後の確保計画に係る非住宅

部分の計画変更に係る部分の全体につい

てモデル建物法基準に適合していること

を証する書面である場合 当該非住宅部

分の計画変更に係る部分の全体につい

て、前号ア(ｱ)から(ｷ)までに掲げる床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ同号ア

(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

 

イ アに該当する場合以外の場合 当該請

求のあった書面に係る計画変更後の確保

計画に係る非住宅部分の計画変更に係る
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分の計画変更に係る部分の全体につい

て、第７１号の３イ(ｱ)から(ｷ)までに掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同号イ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

(71)の５ 交付請求（認定建築物エネルギー

消費性能向上計画に記載された他の建築物

に係るもので請求書に規則で定める書面が

添付されているものに限る。以下この号に

おいて同じ。）に対する審査 当該交付請

求のあった軽微変更該当証明書に係る計画

変更後の確保計画に係る非住宅部分の計画

変更に係る部分の全体について、第７１号

の３の２アからキまでに掲げる床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ同号アからキま

でに定める額 

(72) 建築物省エネ法第２９条第１項の規定

に基づく建築物エネルギー消費性能向上計

画（以下この号から第７６号までにおいて

「性能向上計画」という。）の認定の申請

（以下この号及び次号において「認定申請」

という。）（申請書に規則で定める書面が

添付されているものに限る。以下この号に

おいて同じ。）に対する審査 次に掲げる

区分に応じ、それぞれアからエまでに定め

る額（アからエまでのうち２以上に該当す

るときは、その該当するものに定める額の

合計額） 

ア 当該認定申請のあった性能向上計画に

係る申請建築物（建築物省エネ法第２９

条第３項に規定する申請建築物をいう。

以下この号から第７６号までにおいて同

じ。）が一戸建ての住宅（非住宅部分が

含まれないものに限る。以下この号から

第７８号までにおいて同じ。）である場

合 当該一戸建ての住宅の全体につい

て、次に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

イ 当該認定申請のあった性能向上計画に

部分の全体について、前号イ(ｱ)から(ｷ)

までに掲げる床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ同号イ(ｱ)から(ｷ)までに定

める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(72) 建築物省エネ法第２９条第１項の規定

に基づく建築物エネルギー消費性能向上計

画（アからウまで、次号アからエまで、第

７４号及び第７６号において「性能向上計

画」という。）の認定の申請（アからウま

で及び次号において「認定申請」という。）

（申請書に規則で定める書面が添付されて

いるものに限る。アからウまでにおいて同

じ。）に対する審査 次に掲げる区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める額（イ

及びウに該当するときは、イ及びウに定め

る額の合計額） 

ア 当該認定申請のあった性能向上計画が

一戸建ての住宅（非住宅部分が含まれな

いものに限る。以下ア及びイ、次号ア、

第７４号ア、第７５号ア、第７７号ア並

びに第７８号ア及びイにおいて同じ。）

に係るものである場合 当該一戸建ての

住宅の全体について、次に掲げる床面積

の合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)又は

(ｲ)に定める額 

 

イ 当該認定申請のあった性能向上計画の
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係る申請建築物に共同住宅等部分（一戸

建ての住宅以外の建築物の住宅部分（建

築物省エネ法第１１条第１項に規定する

住宅部分をいう。）をいう。以下この号

から第７８号までにおいて同じ。）が含

まれる場合 当該共同住宅等部分の全体

について、次に掲げる床面積の合計の区

分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｷ)までに定

める額 

 

 

ウ 当該認定申請のあった性能向上計画に

係る申請建築物に非住宅部分が含まれる

場合 当該非住宅部分の全体について、

次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

エ 当該認定申請のあった性能向上計画に

建築物省エネ法第２９条第３項各号に掲

げる事項が記載されている場合 当該性

能向上計画に記載されている他の建築物

ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ

(ｱ)から(ｳ)までに定める額（(ｲ)及び(ｳ)

に該当するときは、(ｲ)及び(ｳ)に定める

額の合計額）を算定した額の合計額 

   (ｱ) 当該他の建築物が一戸建ての住宅

である場合 当該一戸建ての住宅の全

体について、ア(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれア

(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

(ｲ) 当該他の建築物に共同住宅等部分

が含まれる場合 当該共同住宅等部分

の全体について、イ(ｱ)から(ｷ)までに

掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれイ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

(ｳ) 当該他の建築物に非住宅部分が含

まれる場合 当該非住宅部分の全体に

ついて、ウ(ｱ)から(ｷ)までに掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれウ

対象に共同住宅等部分（一戸建ての住宅

以外の建築物の住宅部分（建築物省エネ

法第１１条第１項に規定する住宅部分を

いう。）をいう。以下イ、次号イ、第７

４号イ、第７５号イ、第７５号の２ア、

第７５号の３ア、第７７号イ並びに第７

８号ウ及びエにおいて同じ。）が含まれ

る場合 当該共同住宅等部分の全体につ

いて、次に掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ(ｱ)から(ｷ)までに定める

額 

ウ 当該認定申請のあった性能向上計画の

対象に非住宅部分が含まれる場合 当該

非住宅部分の全体について、次に掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)

から(ｷ)までに定める額 
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(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

(73) 認定申請に対する審査（前号に該当す

るものを除く。）次に掲げる区分に応じ、

それぞれアからオまでに定める額（イから

エまでのうち２以上に該当するときは、そ

の該当するものに定める額の合計額） 

ア 当該認定申請のあった性能向上計画に

係る申請建築物が一戸建ての住宅である

場合 当該一戸建ての住宅の全体につい

て、次に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

イ 当該認定申請のあった性能向上計画に

係る申請建築物に共同住宅等部分が含ま

れる場合 当該共同住宅等部分の全体に

ついて、次に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｷ)までに定め

る額 

ウ 当該認定申請のあった性能向上計画に

係る申請建築物に非住宅部分が含まれる

場合（当該非住宅部分の全体について消

費性能基準省令第１０条第１号イ(2)及

び口(2)に掲げる基準（以下において「モ

デル建物法誘導基準」という。）に適合

するかどうかを判定する場合に限る。） 

当該非住宅部分の全体について、次に掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

 

エ 当該認定申請のあった性能向上計画に

係る申請建築物に非住宅部分が含まれる

場合（ウに該当する場合を除く。） 当

該非住宅部分の全体について、次に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

オ 当該認定申請のあった性能向上計画に

建築物省エネ法第２９条第３項各号に掲

げる事項が記載されている場合 当該性

能向上計画に記載されている他の建築物

 

(73) 認定申請に対する審査（前号に該当す

るものを除く。） 次に掲げる区分に応じ、

それぞれアからエまでに定める額（イから

エまでのうち２以上に該当するときは、そ

の該当するものに定める額の合計額） 

ア 当該認定申請のあった性能向上計画が

一戸建ての住宅に係るものである場合 

当該一戸建ての住宅の全体について、次

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

イ 当該認定申請のあった性能向上計画の

対象に共同住宅等部分が含まれる場合 

当該共同住宅等部分の全体について、次

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

 

ウ 当該認定申請のあった性能向上計画の

対象に非住宅部分が含まれる場合（当該

認定申請が、当該非住宅部分の全体につ

いて基準省令第１０条第１号イ(2)及び

口(2)に掲げる基準（第７５号ウ及び第７

５号の３イにおいて「モデル建物法誘導

基準」という。）に適合している旨の認

定に係るものである場合に限る。） 当

該非住宅部分の全体について、次に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

エ 当該認定申請のあった性能向上計画の

対象に非住宅部分が含まれる場合（ウに

該当する場合を除く。） 当該非住宅部

分の全体について、次に掲げる床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ(ｱ)から(ｷ)

までに定める額 
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ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ

(ｱ)から(ｴ)までに定める額（(ｱ)から(ｴ)

までのうち２以上に該当するときは、そ

の該当するものに定める額の合計額）を

算定した額の合計額 

(ｱ) 当該他の建築物が一戸建ての住宅

である場合 当該一戸建ての住宅の全

体について、ア(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれア

(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

(ｲ) 当該他の建築物に共同住宅等部分

が含まれる場合 当該共同住宅等部分

の全体について、イ(ｱ)から(ｷ)までに

掲げる床面積の合計の区分に応じ、そ

れぞれイ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

(ｳ) 当該他の建築物に非住宅部分が含

まれる場合（当該非住宅部分の全体に

ついてモデル建物法誘導基準に適合す

るかどうかを判定する場合に限る。） 

当該非住宅部分の全体について、ウ(ｱ)

から(ｷ)までに掲げる床面積の合計の

区分に応じ、それぞれウ(ｱ)から(ｷ)ま

でに定める額 

(ｴ) 当該他の建築物に非住宅部分が含

まれる場合（(ｳ)に該当する場合を除

く。） 当該非住宅部分の全体につい

て、エ(ｱ)から(ｷ)までに掲げる床面積

の合計の区分に応じ、それぞれエ(ｱ)

から(ｷ)までに定める額 

(74) 建築物省エネ法第３１条第１項の規定

に基づく性能向上計画の変更（以下この号

から第７６号までにおいて「計画変更」と

いう。）の認定の申請（以下この号及び次

号において「変更認定申請」という。）（申

請書に規則で定める書面が添付されている

ものに限る。以下この号において同じ。）

に対する審査 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれアからエまでに定める額（アからエ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(74) 建築物省エネ法第３１条第１項の規定

に基づく性能向上計画の変更（アからウま

で、次号アからエまで、第７５号の２、第

７５号の３アからウまで及び第７６号にお

いて「計画変更」という。）の認定の申請

（アからウまで及び次号において「変更認

定申請」という。）（申請書に規則で定め

る書面が添付されているものに限る。アか

らウまでにおいて同じ。）に対する審査 次
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までのうち２以上に該当するときは、その

該当するものに定める額の合計額） 

 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に係る申請建築物（当該

計画変更に係るものに限る。以下この号

において同じ。）が一戸建ての住宅であ

る場合 当該一戸建ての住宅の計画変更

に係る部分の全体について、第７２号ア

(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ同号ア(ｱ)又は(ｲ)に定

める額 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に係る申請建築物に共同

住宅等部分が含まれる場合 当該共同住

宅等部分の計画変更に係る部分の全体に

ついて、第７２号イ(ｱ)から(ｷ)までに掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同号イ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

ウ 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に係る申請建築物に非住

宅部分が含まれる場合 当該非住宅部分

の計画変更に係る部分の全体について、

第７２号ウ(ｱ)から(ｷ)までに掲げる床面

積の合計の区分に応じ、それぞれ同号ウ

(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

エ 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に建築物省エネ法第２９

条第３項各号に掲げる事項が記載されて

いる場合 当該性能向上計画に記載され

ている他の建築物（当該計画変更に係る

ものに限る。以下この号において同じ。）

ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ

(ｱ)から(ｳ)までに定める額（(ｲ)及び(ｳ)

に該当するときは、(ｲ)及び(ｳ)に定める

額の合計額）を算定した額の合計額 

(ｱ) 当該他の建築物が一戸建ての住宅

である場合 当該一戸建ての住宅の計

に掲げる区分に応じ、それぞれアからウま

でに定める額（イ及びウに該当するときは、

イ及びウに定める額の合計額） 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更が

一戸建ての住宅に係るものである場合 

当該一戸建ての住宅の計画変更に係る部

分の全体について、第７２号ア(ｱ)又は

(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ同号ア(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

 

 

 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更の

対象に共同住宅等部分が含まれる場合 

当該共同住宅等部分の計画変更に係る部

分の全体について、第７２号イ(ｱ)から

(ｷ)までに掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ同号イ(ｱ)から(ｷ)までに

定める額 

ウ 当該変更認定申請のあった計画変更の

対象に非住宅部分が含まれる場合 当該

非住宅部分の計画変更に係る部分の全体

について、第７２号ウ(ｱ)から(ｷ)までに

掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同号ウ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 
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画変更に係る部分の全体について、第

７２号ア(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ同号ア(ｱ)

又は(ｲ)に定める額 

(ｲ) 当該他の建築物に共同住宅等部分

が含まれる場合 当該共同住宅等部分

の計画変更に係る部分の全体につい

て、第７２号イ(ｱ)から(ｷ)までに掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同号イ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

(ｳ) 当該他の建築物に非住宅部分が含

まれる場合 当該非住宅部分の計画変

更に係る部分の全体について、第７２

号ウ(ｱ)から(ｷ)までに掲げる床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ同号ウ(ｱ)

から(ｷ)までに定める額 

(75) 変更認定申請に対する審査（前号に該

当するものを除く。） 次に掲げる区分に

応じ、それぞれアからオまでに定める額（ア

からオまでのうち２以上に該当するとき

は、その該当するものに定める額の合計額） 

 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に係る申請建築物（当該

計画変更に係るものに限る。以下この号

において同じ。）が一戸建ての住宅であ

る場合 当該一戸建ての住宅の計画変更

に係る部分の全体について、第７３号ア

(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ同号ア(ｱ)又は(ｲ)に定

める額 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に係る申請建築物に共同

住宅等部分が含まれる場合 当該共同住

宅等部分の計画変更に係る部分の全体に

ついて、第７３号イ(ｱ)から(ｷ)までに掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同号イ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(75) 変更認定申請に対する審査（前号に該

当するものを除く。） 次に掲げる区分に

応じ、それぞれアからエまでに定める額（イ

及びウ又はイ及びエに該当するときは、そ

れぞれイ及びウ又はイ及びエに定める額の

合計額） 

ア 当該変更認定申請のあった計画変更が

一戸建ての住宅に係るものである場合 

当該一戸建ての住宅の計画変更に係る部

分の全体について、第７３号ア(ｱ)又は

(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ同号ア(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

 

 

 

イ 当該変更認定申請のあった計画変更の

対象に共同住宅等部分が含まれる場合 

当該共同住宅等部分の計画変更に係る部

分の全体について、第７３号イ(ｱ)から

(ｷ)までに掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ同号イ(ｱ)から(ｷ)までに

定める額 

113



 

ウ 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に係る申請建築物に非住

宅部分が含まれる場合（当該非住宅部分

の計画変更に係る部分の全体についてモ

デル建物法誘導基準に適合するかどうか

を判定する場合に限る。） 当該非住宅

部分の計画変更に係る部分の全体につい

て、第７３号ウ(ｱ)から(ｷ)までに掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同

号ウ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

エ 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に係る申請建築物に非住

宅部分が含まれる場合（ウに該当する場

合を除く。） 当該非住宅部分の計画変

更に係る部分の全体について、第７３号

エ(ｱ)から(ｷ)までに掲げる床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ同号エ(ｱ)から

(ｷ)までに定める額 

オ 当該変更認定申請のあった計画変更後

の性能向上計画に建築物省エネ法第２９

条第３項各号に掲げる事項が記載されて

いる場合 当該性能向上計画に記載され

ている他の建築物（当該計画変更に係る

ものに限る。以下この号において同じ。）

ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ

(ｱ)から(ｴ)までに定める額（(ｱ)から(ｴ)

までのうち２以上に該当するときは、そ

の該当するものに定める額の合計額）を

算定した額の合計額 

(ｱ) 当該他の建築物が一戸建ての住宅

である場合 当該一戸建ての住宅の計

画変更に係る部分の全体について、第

７３号ア(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ同号ア(ｱ)

又は(ｲ)に定める額 

(ｲ) 当該他の建築物に共同住宅等部分

が含まれる場合 当該共同住宅等部分

の計画変更に係る部分の全体につい

ウ 当該変更認定申請のあった計画変更の

対象に非住宅部分が含まれる場合（当該

変更認定申請が、当該非住宅部分の計画

変更に係る部分の全体についてモデル建

物法誘導基準に適合している旨の認定に

係るものである場合に限る。） 当該非

住宅部分の計画変更に係る部分の全体に

ついて、第７３号ウ(ｱ)から(ｷ)までに掲

げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同号ウ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

エ 当該変更認定申請のあった計画変更の

対象に非住宅部分が含まれる場合（ウに

該当する場合を除く。） 当該非住宅部

分の計画変更に係る部分の全体につい

て、第７３号エ(ｱ)から(ｷ)までに掲げる

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同

号エ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 
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て、第７３号イ(ｱ)から(ｷ)までに掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同号イ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

(ｳ) 当該他の建築物に非住宅部分が含

まれる場合（当該非住宅部分の計画変

更に係る部分の全体についてモデル建

物法誘導基準に適合するかどうかを判

定する場合に限る。） 当該非住宅部分

の計画変更に係る部分の全体につい

て、第７３号ウ(ｱ)から(ｷ)までに掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同号ウ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

(ｴ) 当該他の建築物に非住宅部分が含

まれる場合（(ｳ)に該当する場合を除

く。） 当該非住宅部分の計画変更に係

る部分の全体について、第７３号エ(ｱ)

から(ｷ)までに掲げる床面積の合計の

区分に応じ、それぞれ同号エ(ｱ)から

(ｷ)までに定める額 

(75)の２ 建築物省エネ法施行規則第２９条

の規定に基づく計画変更が建築物省エネ法

施行規則第２６条第２号に該当しているこ

とを証する書面（以下この号及び次号にお

いて「軽微変更該当証明書」という。）の

交付の請求（以下この号及び次号において

「交付請求」という。）（請求書に規則で

定める書面が添付されているものに限る。

以下この号において同じ。）に対する審査 

次に掲げる区分に応じ、それぞれア又はイ

に定める額（ア及びイに該当するときは、

ア及びイに定める額の合計額） 

(75)の３ 交付請求に対する審査(前号に該

当するものを除く。) 次に掲げる区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める額(アか

らウまでのうち２以上に該当するときは、

その該当するものに定める額の合計額) 

 

(76) 建築物省エネ法第３０条第２項（建築

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(75)の２ 建築物省エネ法施行規則第２９条

の規定に基づく計画変更が建築物省エネ法

施行規則第２６条第２号に該当しているこ

とを証する書面（ア及びイ並びに次号アか

らウまでにおいて「軽微変更該当証明書」

という。）の交付の請求（ア及びイ並びに

同号において「交付請求」という。）（請

求書に規則で定める書面が添付されている

ものに限る。ア及びイにおいて同じ。）に

対する審査 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める額（ア及びイに該当

するときは、ア及びイに定める額の合計額） 

(75)の３ 交付請求に対する審査(前号に該

当するものを除く。) 次に掲げる区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める額(ア及

びイ又はア及びウに該当するときは、それ

ぞれア及びイ又はア及びウに定める額の合

計額) 

(76) 建築物省エネ法第３０条第２項（建築
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物省エネ法第３１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による申出を行う

場合における審査 第７２号から第７５号

までに定める額に、申請建築物に係る第１

号に定める額に相当する額（当該申出のあ

った性能向上計画（他の建築物に係る部分

を除く。以下この号において同じ。）又は

計画変更後の性能向上計画に、建築基準法

第８７条の２に規定する建築設備に係る部

分が含まれる場合にあっては第２号に定め

る額に相当する額を、同法第８８条第１項

に規定する工作物に係る部分が含まれる場

合にあっては第３号に定める額に相当する

額を、当該第１号に定める額に相当する額

に加えて得た額）を加えて得た額 

(77) 建築物省エネ法第３６条第１項の規定

に基づく建築物エネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定（次号において「基

準適合認定」という。）の申請（以下この

号及び次号において「認定申請」という。）

（申請書に規則で定める書面が添付されて

いるものに限る。以下この号において同

じ。）に対する審査 次に掲げる区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める額（イ

及びウに該当するときは、イ及びウに定め

る額の合計額） 

(78) 認定申請に対する審査（前号に該当す

るものを除く。） 次に掲げる区分に応じ、

それぞれアからカまでに定める額（ウから

カまでのうち２以上に該当するときは、そ

の該当するものに定める額の合計額） 

ア 当該認定申請のあった建築物が一戸建

ての住宅である場合（当該認定申請が、

当該一戸建ての住宅の全体について消費

性能基準省令第１条第１項第２号イ 

（ⅰ）及びロ に掲げる基準又は同号イ

 及びロ に掲げる基準（ウにおいて「仕

様基準」という。）に適合している旨の

物省エネ法第３１条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による申出を行う

場合における審査 第７２号から第７５号

までに定める額に、第１号に定める額に相

当する額（当該申出のあった性能向上計画

又は計画変更に、建築基準法第８７条の２

に規定する建築設備に係る部分が含まれる

場合にあっては第２号に定める額に相当す

る額を、同法第８８条第１項に規定する工

作物に係る部分が含まれる場合にあっては

第３号に定める額に相当する額を、当該第

１号に定める額に相当する額に加えて得た

額）を加算して得た額 

 

 

(77) 建築物省エネ法第３６条第１項の規定

に基づく建築物エネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定（次号ア、ウ及びオ

において「基準適合認定」という。）の申

請（アからウまで及び次号において「認定

申請」という。）（申請書に規則で定める

書面が添付されているものに限る。アから

ウまでにおいて同じ。）に対する審査 次

に掲げる区分に応じ、それぞれアからウま

でに定める額（イ及びウに該当するときは、

イ及びウに定める額の合計額） 

(78) 認定申請に対する審査（前号に該当す

るものを除く。） 次に掲げる区分に応じ、

それぞれアからカまでに定める額（ウから

カまでのうち２以上に該当するときは、そ

の該当するものに定める額の合計額） 

ア 当該認定申請のあった建築物が一戸建

ての住宅である場合（当該認定申請が、

当該一戸建ての住宅の全体について基準

省令第１条第１項第２号イ(2)及びロ(2)

に掲げる基準（ウにおいて「仕様基準」

という。）に適合している旨の基準適合

認定に係るものである場合に限る。） 当
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基準適合認定に係るものである場合に限

る。） 当該一戸建ての住宅の全体につ

いて、次に掲げる床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

ウ 当該認定申請のあった建築物に共同住

宅等部分が含まれる場合（当該認定申請

が、当該共同住宅等部分の全体について

消費性能基準省令第１条第１項第２号イ

 （ⅱ）及びロ に掲げる基準又は仕様

基準に適合している旨の基準適合認定に

係るものである場合に限る。） 当該共

同住宅等部分の全体について、次に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

(ｱ)から(ｷ)までに定める額 

４ 第１項第６７号イ、第６７号の２イ、第６

８号イ、第６９号イ、第６９号の２イ、第７

０号イ、第７０号の２ア及び第７０号の３ア

の共同住宅等部分（同項第６７号イに規定す

る共同住宅等部分をいう。）並びに同項第７

２号イ及びエ(ｲ)、第７３号イ及びオ(ｲ)、第

７４号イ及びエ(ｲ)、第７５号イ及びオ(ｲ)、

第７５号の２ア、第７５号の３ア、第７７号

イ並びに第７８号ウ及びエの共同住宅等部分

（同項第７２号イに規定する共同住宅等部分

をいう。）の床面積の合計の算定方法は、市

長が別に定める。 

 

 

 

 

 

該一戸建ての住宅の全体について、次に

掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める額 

 

ウ 当該認定申請のあった建築物に共同住

宅等部分が含まれる場合（当該認定申請

が、当該共同住宅等部分の全体について

仕様基準に適合している旨の基準適合認

定に係るものである場合に限る。） 当

該共同住宅等部分の全体について、次に

掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ(ｱ)から(ｷ)までに定める額 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

 

種 別 条例 番 号 議案第４１号 所 管 住宅管理担当 

件 名 尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）の制定により、賃貸住宅に

おける敷金について、「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生じる債務を担保する目

的の金銭」といった定義付けがなされるとともに、利息を生ずべき債権が発生した場

合の当該利息に係る法定利率が改正されるため、それらの内容に合わせて規定の整備

を行うもの。 

  

２ 改正内容 

  敷金及び駐車場保証金の取扱い 

現行、入居者が市営住宅を明け渡す際、その未納家賃又は損害賠償金がある場合

にそれらに充当することとしている敷金の取扱いについて、未納の駐車場使用料に

も充当するよう改める。 

あわせて、当該敷金に係る規定を準用している駐車場保証金の取扱いについて

も、未納の駐車場使用料及び損害賠償金に加えて、未納の家賃にも充当するよう改

める。 

  住宅の明渡し請求に係る利息 

虚偽申請等の不正な手段により入居した者等に対して、住宅の明渡し請求を行う

際に発生する利息の利率について、現行の「年５％」（現在の法定利率）から、「法

定利率」（改正法施行時は３％）に改める。 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（敷金） 

第２０条 市営住宅の敷金の額は、第１２条第

１項第２号に掲げる手続を行う日における家

賃の月額の３月分に相当する額とする。 

２ 既納の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡

した後に、その入居者であった者（以下「元

入居者」という。）に還付する。ただし、未納

の家賃、未納の駐車場使用料（第５１条第１

項に規定する駐車場使用料をいう。）及び損害

賠償金その他の元入居者から徴収すべき金銭

（以下「徴収金」という。）があるときは、当

該敷金の額から徴収金に相当する額を控除し

て得た額を元入居者に還付する。 

３ 前項の規定により還付する敷金には、利子

を付けない。 

（住宅の明渡しの請求等） 

第４１条 市長は、次の各号のいずれかに該当

するときは、入居者に対し、その居住する市

営住宅の明渡しを請求することができる。 

  入居者が不正の行為により入居し、又は

第１６条第１項の承認を受けたとき。 

  入居者が市営住宅又は共同施設を故意に

毀損したとき。 

２ 前項の規定による市営住宅の明渡しの請求

を受けた入居者は、速やかに、当該請求に係

る市営住宅を明け渡さなければならない。こ

の場合において、市は、当該請求を受けた者

がその明渡しによって損害を受けても、その

損害について賠償等の責任を負わない。 

３ 市長は、第１項第１号に該当することを理

由として同項の規定による市営住宅の明渡し

の請求を行ったときは、当該請求を受けた者

から、その入居し、又は第１６条第１項の承

認を受けた日から当該請求の日までの期間に

ついては、近傍同種の住宅の家賃の額とそれ

までに支払を受けた家賃の額との差額に法定

（敷金） 

第２０条 入居決定者は、入居可能日の属する

月における家賃の３月分に相当する額の敷金

を納付しなければならない。 

２ 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき

に、当該入居者に還付する。ただし、未納の

家賃又は損害賠償金があるときは、これらの

額を敷金から控除した残額を還付する。 

 

 

 

 

 

３ 敷金には、利子を付けない。 

 

（住宅の明渡しの請求等） 

第４１条 市長は、次の各号のいずれかに該当

するときは、入居者に対し、市営住宅の明渡

しを請求することができる。 

  入居者が不正行為によって入居したと

き。 

  入居者が市営住宅又は共同施設を故意に

き損したとき。 

２ 前項の請求を受けた入居者は、速やかに当

該市営住宅を明け渡さなければならない。 

 

 

 

 

３ 市長は、第１項第１号に該当することによ

り同項の請求を行ったときは、入居した日か

ら同項の請求の日までの期間については、近

傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を

受けた家賃の額との差額に年５分の割合によ

る支払期後の利息を付した額の金銭を、請求

の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う
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利率による各支払期後の利息を付した額の金

銭を、当該日の翌日から当該請求に係る市営

住宅の明渡しを行う日までの期間について

は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍

に相当する額の金銭を徴収することができ

る。 

４ 市長は、第１項第２号から第５号までのい

ずれかに該当することを理由として同項の規

定による市営住宅の明渡しの請求を行ったと

きは、当該請求を受けた者から、当該請求の

日の翌日から当該請求に係る市営住宅の明渡

しを行う日までの期間について、毎月、近傍

同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額の

金銭を徴収することができる。 

５ 市長は、第１項第６号に該当することを理

由として同項の規定による市営住宅の明渡し

の請求を行う場合は、市営住宅の借上げに係

る契約の終了によるときは当該請求を行う日

の６月前までに、市営住宅の敷地の借上げに

係る契約の終了によるときは当該請求を行う

日の１年前までに、その旨を当該請求に係る

入居者に通知するものとする。 

６ 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終

了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代

わって、当該市営住宅の入居者に借地借家法

（平成３年法律第９０号）第３４条第１項に

規定する通知を行うものとする。 

（保証金） 

第５２条 駐車場の保証金の額は、第４９条第

１項第２号に掲げる手続を行う日における駐

車場使用料の月額の３月分に相当する額とす

る。 

２ 第２０条第２項及び第３項の規定は、前項

の保証金について準用する。この場合におい

て、同条第２項中「入居者が市営住宅」とあ

るのは「使用者（第４９条第３項に規定する

使用者をいう。以下同じ。）が駐車場」と、「そ

の入居者」を「その使用者」と、「元入居者」

日までの期間については、毎月、近傍同種の

住宅の家賃の額の２倍に相当する額の金銭を

徴収することができる。 

 

 

 

４ 市長は、第１項第２号から第５号までのい

ずれかに該当することにより同項の請求を行

ったときは、請求の日の翌日から当該市営住

宅の明渡しを行う日までの期間については、

毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相

当する額の金銭を徴収することができる。 

 

 

５ 市長は、第１項第６号に該当することによ

り同項の請求を行う場合は、市営住宅の借上

げに係る契約の終了によるときは当該請求を

行う日の６月前までに、市営住宅の敷地の借

上げに係る契約の終了によるときは当該請求

を行う日の１年前までに、その旨を当該入居

者に通知するものとする。 

 

６ 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終

了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代

わって、入居者に借地借家法（平成３年法律

第９０号）第３４条第１項の通知をする。 

 

（保証金） 

第５２条 使用決定者は、使用許可日の属する

月における駐車場使用料の３月分に相当する

額の保証金を納付しなければならない。 

 

２ 第２０条第２項及び第３項の規定は、前項

の保証金について準用する。この場合におい

て、同条第２項中「入居者が」とあるのは「使

用者が」と、「市営住宅」とあるのは「駐車

場」と、「当該入居者」とあるのは「当該使

用者」と、同項ただし書中「家賃」とあるの
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とあるのは「元使用者」と、同条第３項中「前

項」とあるのは「第５２条第２項において読

み替えて準用する前項」と読み替えるものと

する。 

 

は「駐車場使用料」と読み替えるものとする。 
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（議案説明資料） 

 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第４２号 所 管 住宅管理担当 

件 名 尼崎市指定管理者選定委員会条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

尼崎稲葉荘団地については、平成２９年４月１日に兵庫県住宅供給公社から所有権

の移転を受け、平成２９年６月１日以降、当時既に本市南部地域の市営住宅等の指定

管理者となっていた日本管財株式会社を例外的に非公募で指定し、その維持管理業務

を行っているが、その指定期間の終期（令和３年３月３１日）に合わせて、公募によ

り指定管理者を選定する対象施設とするため、規定の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

尼崎市指定管理者選定委員会が指定管理者の選定に関する事項を調査審議する対

象施設に尼崎稲葉荘団地を追加する。 

尼崎稲葉荘団地に係る指定管理者の選定にあたっては、南部地域の市営住宅等の管

理業務に含めて実施する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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尼崎市指定管理者選定委員会条例 

改正後 現 行 

別表第１ 

１～２０ 略 

２１ 市営住宅等のうち市域の南部に存する施

設として規則で定める施設及び尼崎市立尼崎

稲葉荘団地 

２２～３１ 略 

備考 略 

 

別表第２ 

１～１０ 略 

１１ 市営住宅等及び尼崎市立尼崎稲葉荘団地 

１２～１９ 略 

備考 略 

別表第１ 

１～２０ 略 

２１ 市営住宅等のうち市域の南部に存する施

設として規則で定める施設 

 

２２～３１ 略 

備考 略 

 

別表第２ 

１～１０ 略 

１１ 市営住宅等 

１２～１９ 略 

備考 略 
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（議案説明資料） 

 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第４３号 所 管 公有財産課 

件 名 市有地の売払いについて 

内       容 

１ 売払いの目的 

  兵庫県立塚口病院等跡地の市有地を売り払うため 

 

２ 市有地の所在地、地目及び面積 

所在地番 地目 面積 

尼崎市南塚口町６丁目１５６番１ 宅地 ２，８２６．３６㎡ 

尼崎市南塚口町６丁目１５６番２ 宅地 １，９８３．４５㎡ 

尼崎市南塚口町６丁目１５６番４ 宅地 ２４４．３４㎡ 

計 ５，０５４．１５㎡ 

 

３ 売払いの金額 

１，３８６，０００，０００円 

   

４ 売払いの相手方 

尼崎市潮江１丁目１２番１号 

社会医療法人中央会 

理事長 吉田 純一 

西宮市甲子園口２丁目１２番２１号 

吉田  雄 
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縮尺なし

阪急電鉄神戸線 塚口駅

名神高速道路
尼崎インターチェンジ

阪神水道企業団
尼崎浄水場

神東塗料㈱

園田学園中学校
園田学園高等学校

別図

尼崎北郵便局

ʬ県立塚口病院等跡地ʭ

南塚口町6丁目156番1、156番2、156番4

売払い市有地合計5054.15㎡

道路

156番1156番2

156番4

道

路

道

路

ʬ拡大図ʭ
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第４４号 所 管 行政管理課 

件 名 包括外部監査契約の締結について 

内       容 

１ 契約の目的 

  包括外部監査契約に基づく監査の実施及び監査結果に関する報告を受けること。 

 

２ 包括外部監査人として契約を締結する者 

  神戸市東灘区森北町７丁目１９番１８号 

   公認会計士  福井 剛 

 

３ 契約の内容 

   契約の期間  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

   契約の金額  １３，２４１，０００円を上限とする額 

   契約の方法  随意契約 

 

４ 主な選定理由 

   令和元年度の包括外部監査において、契約に基づき忠実に業務を遂行するととも

に、公認会計士としての専門性を活用し有効な監査結果をまとめた。 

   令和２年度の包括外部監査に対しても意欲的であり、本市における監査実績を踏

まえ、より効率的・効果的な監査の実施が期待できる。 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第４６号 所 管 青少年課 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立青少年いこいの家） 

内       容 

１ 施設名及び所在地 

  尼崎市立青少年いこいの家 

   兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山６番地の１ 

 

２ 指定管理者 

  尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共同体 

代表者 

尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

    公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

代表理事 福井 進 

 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで（２年間） 

 

４ 選定方法 

令和元年１０月１日から１１月６日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定

委員会において、４つの選定基準を設けたうえで、事業計画書などの書類審査とプレ

ゼンテーションによる審査を実施し選定した。 

 【選定基準】 

①市民の平等な利用が確保されるものであるか 

②いこいの家の効用を最大限に発揮させるものであるか 

③いこいの家の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 

④いこいの家の管理を安定して行う能力を有しているものであるか 

 

５ 応募団体 ３団体 

 

６ 選定理由 

尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共同体は、選定委員会での審査にお

いて、そのすべての審査項目において高い評点を得ており、特に施設運営等にあたっ

ての基本方針や事業内容において施設の機能を十分に活用した提案がなされたほか、

財政的基盤においても安定的な運営が期待できることから、青少年いこいの家の指定

管理者として最も適当であると判断した。 
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（議案説明資料） 

 

応募者一覧 

 法人等の名称 代表者名 所在地 

１ 
特定非営利活動法人生涯学習

サポート兵庫 

理事 

山﨑 清治 

姫路市飾磨区英賀西町２丁目１

５－２ 

２ 
公益財団法人日本アウトワー

ド・バウンド協会 

代表理事 

 飯田 稔 

東京都荒川区西日暮里５丁目３

８番５号 

３ 

尼崎市スポーツ振興事業団・イオンディライト共同体 

 

代
表
者 

公益財団法人尼崎市

スポーツ振興事業団 

代表理事 

福井 進 
尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

 

構
成
員 

イオンディライト株

式会社 

代表取締役 

濵田 和成 

大阪市中央区南船場２丁目３番

２号 
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第４８号 所 管 保育管理課 

件 名 工事請負契約について（武庫東保育所改築工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

 尼崎市杭瀬北新町１丁目５番１１号 

  宮崎建設株式会社 

代表取締役 宮﨑 健一 

 

２ 契約金額 

  ２１１，２００，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

  一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

  令和元年１２月４日 

 

５ 工事内容 

  保育所改築工事 

   鉄筋コンクリート造り ２階建て １棟 

   延べ面積 ９１８．１０平方メートル 

   （主な諸室） 

保育室、事務室、医務室、相談室、地域子育て室、一時預かり室、調理室 

  屋外付帯工事（倉庫、駐輪場、プール、砂場等） 

 

６ 工期 

  契約締結の日から３００日間 
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（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）

決定

※予定価格超過

192,000,000

197,200,000

205,700,000

※予定価格超過

※予定価格超過

※予定価格超過

辞退

辞退

第1回目入札金額（円） 第2回目入札金額（円）

208,000,000

226,300,000

213,200,000

辞退

㈱三田工務店

㈱吉川組

㈱サージ・コア

㈱トータルサプラ
イ

昌平㈱

辞退

予　定　価　格 205,600,000円 最 低 制 限 価 格

入　札　者　名

宮崎建設㈱

㈱秩父工務店

185,040,000円

開　札　結　果　表

開札年月日 令和元年１２月４日

件　　　　　名 武庫東保育所改築工事

落　札　者　名 宮崎建設㈱ 落　札　金　額 192,000,000円
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（議案説明資料） 

＜令和２年２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第４９号 所 管 道路課 

件 名 市道路線の認定及び廃止について 

内       容 

１ 理由 

道路法第８条第２項（同法第１０条第３項の規定において準用する場合を含む。）

の規定により、市道路線を認定及び廃止するため、議決を求めるもの。 

 

２ 対象路線 

  認定しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点 

市 道 第 ８ ７ １ 号 線 戸ノ内町６丁目７８３－２３～同８１５－１３ 

市 道 第 ８ ７ ２ 号 線 戸ノ内町６丁目６７８－７１～同８１５－５５ 

 

  廃止しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点 

市 道 第 ７ ７ 号 線 の １ 東高洲町５～同５－１ 
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別図1
Ｎ

市道路線の認定図

新規認定路線

既認定路線
起点

起点終点

終点

凡例

猪　名　川

新規認定路線
(4743)市道第871号線
幅員 = 5.00～8.00ｍ
延長 = 277.39ｍ
起終点地番
戸ノ内町6丁目783-23～同815-13

新規認定路線
(4744)市道第872号線
幅員 = 5.00～8.00ｍ
延長 = 221.62ｍ
起終点地番
戸ノ内町6丁目678-71～同815-55

戸ノ内町
   5丁目

毛
斯
倫
大
橋

神　崎　川

高田町

戸ノ内町
   6丁目

戸ノ内
改良住宅

戸ノ内浜西
改良住宅

戸ノ内
浜東
改良住宅
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高
　
洲
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河

東
　
堀
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Ｎ

別図2市道路線の廃止図

廃止路線

既認定路線
起点終点

起点終点
凡例

主
要
地
方
道
尼
崎
港
線(57

号
線)

五
合
橋
線 東高洲町

中
　
島
　
新
　
橋

廃止路線
(0129)市道第77号線の1
幅員 = 7.00ｍ
延長 = 210.00ｍ
起終点地番：東高洲町5～同5－1


